
１－１

議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

知事からの意見聴取について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により知事から意見

を求められた令和４年９月定例府議会に提出予定の次の議案については、異議

がないものと決定する。 

令和４年９月 26 日 

大阪府教育委員会       

〇予算案 

 １ 令和４年度大阪府一般会計補正予算（第６号）の件（教育委員会関係分） 

〇事件議決案 

 １ 工事請負契約締結の件（大阪府立中之島図書館書庫棟改築その他工事） 

〇条例案 

１ 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 

２ 職員の退職手当に関する条例一部改正の件 

３ 職員の育児休業等に関する条例一部改正の件 

４ 大阪府教育行政事務手数料条例一部改正の件 

＜参考＞ 

  〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  （教育委員会の意見聴取） 

   第 29 条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務

に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を

経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見を

きかなければならない。 



４１億６，１１６万１千円

５，５５７億５，８４９万８千円

５，５９９億１，９６５万９千円

上段　令和４年度補正予算案額

中段　令和４年度現計予算額

下段　令和４年度補正後予算案額

事 業 名 事 業 内 容 の 説 明

1億3,822万9千円

4億6,015万5千円

5億9,838万4千円

2,617万8千円

1億2,916万1千円

1億5,533万9千円

162万6千円

2億3,256万3千円

2億3,418万9千円

6,403万2千円

2億6,386万5千円

3億2,789万7千円

28億5,134万5千円

32億6,720万7千円

61億1,855万2千円

学 校 維 持 管 理 費 10億7,975万1千円

54億6,909万7千円

65億4,884万8千円

　原油価格高騰により不足する府立学校の電気代及びガス代を増額。

教育庁 令和４年度一般会計補正予算案（第６号）の概要

一般会計

補 正 予 算 案 額

現 計 予 算 額

補 正 後 予 算 案 額

〔　一　般　会　計　〕

事 業 費

スクールカウンセラー
配 置 事 業 費
（ 高 等 学 校 ）

府立学校スマートスクー
ル

推 進 事 業 費

　コロナ禍の影響が続く中、生徒の心のケアや保護者等の悩みの相
談、教職員への助言・援助等を行うとともに、学校教育相談体制をよ
り充実させるため、スクールカウンセラーの配置回数を拡充。
〇エンパワメントスクール等１０校に月１回の配置増

　コロナ禍の影響が続く中、生徒の心のケアや保護者等の悩みの相
談、教職員への助言・援助等を行うとともに、学校教育相談体制をよ
り充実させるため、スクールカウンセラーの配置回数を拡充。
〇府立高校１６１校に月１回の配置増

スクールカウンセラー
配 置 事 業 費
（府立高校再編整備事
業 ）

　コロナ禍の影響が続く中、子どもたちが安心して学校生活を送るこ
とができるよう、児童に寄り添い直接支援にあたるスクールソーシャ
ルワーカーサポーターの配置回数を拡充。
〇小学校：１３５校（政令市を除く）に週１～３回の配置増

い じ め ・ 虐 待 等 対 応
支 援 体 制 構 築 事 業 費

　コロナ禍で実施してきたＩＣＴを活用したオンライン学習をさらに
充実させるため、府立高校における全ての教室でオンライン学習を実
施可能とすべく、オンライン学習の環境が未整備の特別教室等にアク
セスポイントの整備を実施。
　併せて、モデル校（３０校）に電子黒板等を導入し、さらに充実し
たオンライン学習を実施。
　また、府立支援学校（病院併設校除く全４３校）においても電子黒
板を配備し、コロナ禍における感染防止対策と両立しながら、児童生
徒が集団で学び合う学習環境を整備。

スクールカウンセラー
配 置 事 業 費

　コロナ禍の影響が続く中、児童の心のケアや保護者等の悩みの相
談、教職員への助言・援助等を行うとともに、学校教育相談体制をよ
り充実させるため、中学校区に配置しているスクールカウンセラーの
派遣回数を拡充。
〇小学校：全５９８校（政令市を除く）に月１～２回の派遣増

１－２



１－３

○事件議決案

番号 件     名 概          要

１ 工事請負契約締結の件

（大阪府立中之島図書

館書庫棟改築その他工

事）

大阪府立中之島図書館書庫棟改築その他工事請負契約

契約金額 １０億４，５００万円

請 負 者 株式会社藤木工務店 大阪本店

○条例案

番号 件     名 概          要

１ 職員の定年の引上げ等

に伴う関係条例の整備

に関する条例制定の件

国家公務員について、定年が６５歳まで引き上げられるこ

と等を踏まえ、条例において同趣旨の改正等を行う。

〔主な改正内容〕 

 ・職員の定年を６５歳まで、令和５年度から２年に１歳ず

つ段階的に引き上げる。 

 ・管理監督職勤務上限年齢を原則６０歳とする。 

 ・６０歳に達した日以後、定年前に退職した職員について、

短時間勤務の職に採用することができることとする。 

 ・６０歳に達した職員の給与水準を定める。 

 ・定年退職者の再任用制度を段階的に廃止する。 

    施行日：令和５年４月１日 

〔関係条例〕 

・職員の定年等に関する条例ほか２２条例 

２ 職員の退職手当に関す

る条例一部改正の件 

国家公務員について、退職時に支給された退職手当と雇用

保険法に基づく基本手当との差額分を退職手当として支給

する場合において、退職の日後に事業を開始した職員が廃業

したときの求職活動を支えるため、当該事業の実施期間を最

大３年間支給期間に算入しないこととされたことを踏まえ、

条例において同趣旨の改正を行う。

施行日：公布の日 



１－４

３ 職員の育児休業等に関

する条例一部改正の件

１ 地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、同

一の子について育児休業を２回取得することができるこ

ととされたことに伴い、職員が育児休業等計画書により申

し出た場合に再度の育児休業を取得することができるこ

ととしている規定を削除する等の改正を行う。

２ 国家公務員について、非常勤職員が子の１歳に達する日

以後の育児休業を取得する場合に夫婦交替での取得をよ

り柔軟に行うことができることとされたこと等を踏まえ、

条例において同趣旨の改正を行う。

    施行日：令和４年１０月１日 

４ 大阪府教育行政事務手

数料条例一部改正の件

教育職員免許法の改正により、教員免許更新の制度が廃止

されたことから、当該更新の申請等に係る手数料を廃止す

る。

施行日：公布の日 
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大
阪
府
条
例
第

号

職
員
の
定
年
の
引
上
げ
等
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

定
年
制
度
（
第
二
条
―
第
五
条
）

第
三
章

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
（
第
六
条
―

第
十
一
条
）

第
四
章

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
（
第
十
二

条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
八
条

の
二
、
第
二
十
八
条
の
五
並
び
に
第
二
十
八
条
の
六
第

一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
地
方
独
立
行
政

法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
五
十
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
の
六
第
三
項
並
び
に
第

二
十
八
条
の
七
並
び
に
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
府
の
職
員
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
及

び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
並
び
に
府
が
設
立
し
た

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
特
定
地
方
独
立
行

政
法
人
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
六

第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。
）
の
定
年
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
二
章

定
年
制
度

（
定
年
）

第
三
条

前
条
の
定
年
（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職

員
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、

年
齢
六
十
五
年
と
す
る
。

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
地
方
独
立
行
政
法
人

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
五
十
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
並
び
に
第
二
十
八

条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
府
の
職
員
、
市
町
村
立
学

校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十

五
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
並
び
に

府
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
特

定
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
地
方

公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
職

員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
定
年
等
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
年
）

第
三
条

前
条
の
定
年
（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職

員
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
は
、

年
齢
六
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
施
設

等
に
お
い
て
医
療
業
務
に
従
事
す
る
医
師
及
び
歯
科

医
師
で
あ
る
職
員
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
五
年
と
す

る
。

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）
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第
四
条

任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
（
特
定
地

方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き

こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
当
該
職

員
を
当
該
定
年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る
職

務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
異
動
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
（
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
延
長
さ
れ
た
異
動
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た

職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職

（
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続

き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
委
員
会
の
承
認

を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該

職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間

の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

一

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必

要
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
退
職
に

よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で

き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。

二

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ

り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き

ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。

三

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
当
該
業
務

の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ

る
た
め
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に

著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の

期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
期
限
は
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が

占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き

続
き
勤
務
さ
せ
る
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
期

限
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤

務
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
職
員
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
期
限
が
延
長
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
、
第
一
項
の

期
限
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限

第
四
条

任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
（
特
定
地

方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き

こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
係
る
定

年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
そ
の
職
員
を
そ
の
者
が
定
年

退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
た
職
務
に
従
事
さ
せ

る
た
め
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必

要
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に

よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
。

二

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
場
所
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ

る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
。

三

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
当
該
職
務

に
係
る
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と
な
る
特
別

の
事
情
が
あ
る
た
め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
り
公

務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
存
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
一
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年

退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
期
限
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
前
に
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
由
が
存
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き

続
い
て
勤
務
さ
せ
る
場
合
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期

限
を
延
長
す
る
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
限

を
繰
り
上
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
員
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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が
到
来
す
る
前
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
な

く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
同
意
を
得

て
、
期
日
を
定
め
て
当
該
期
限
を
繰
り
上
げ
る
も
の
と

す
る
。

５

前
各
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続

は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

第
五
条

（
略
）

第
三
章

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
の
対
象
と
な
る
管
理

監
督
職
）

第
六
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
の
条
例
で

定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
（
別
表
に
掲
げ
る
施
設

等
に
お
い
て
医
療
業
務
に
従
事
す
る
医
師
及
び
歯
科

医
師
が
占
め
る
職
並
び
に
職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が

あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に

よ
り
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
を
適

用
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
職
と

し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
を
除
く
。
）
と
す

る
。

一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪

府
条
例
第
三
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
職

二

警
察
職
員
の
う
ち
、
警
視
又
は
警
部
の
階
級
に
あ

る
警
察
官
（
前
号
に
掲
げ
る
職
を
除
く
。
）
及
び
大

阪
府
警
察
組
織
規
則
（
平
成
二
十
六
年
大
阪
府
公
安

委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
置
か
れ
る
主
席
師
範

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
相
当
す

る
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
）

第
七
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
の
管
理
監

督
職
勤
務
上
限
年
齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。
た
だ

し
、
職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の

補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
法
第
二
十
八
条
の

二
第
一
項
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
著
し
く

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
職
を
占
め
る
職
員
の
管
理
監
督
職
勤
務
上

限
年
齢
は
、
六
十
年
を
超
え
六
十
四
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
年
齢
と
す
る
。

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ

き
基
準
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に

規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
法
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条

の
三
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
又
は
勤
務
の
状

況
及
び
職
務
経
験
等
に
基
づ
き
、
降
任
又
は
転
任

（
降
給
を
伴
う
転
任
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
及

び
第
十
条
に
お
い
て
「
降
任
等
」
と
い
う
。
）
を
し

よ
う
と
す
る
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準

的
な
職
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号

に
掲
げ
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
（
次
条
第
三
項
に
お

５

前
各
項
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
手
続
は
、
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

第
五
条

（
略
）
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い
て
「
標
準
職
務
遂
行
能
力
」
と
い
う
。
）
及
び
当

該
降
任
等
を
し
よ
う
と
す
る
職
に
つ
い
て
の
適
性

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ

と
。

二

人
事
の
計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、

管
理
監
督
職
以
外
の
職
又
は
管
理
監
督
職
勤
務
上

限
年
齢
が
当
該
職
員
の
年
齢
を
超
え
る
管
理
監
督

職
の
う
ち
で
き
る
限
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に

属
す
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。

三

当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
際
に
、

当
該
職
員
が
占
め
て
い
た
管
理
監
督
職
が
属
す
る

職
制
上
の
段
階
よ
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属

す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
上
位
職
職
員
」
と
い
う
。
）
の
他
の
職
へ

の
降
任
等
も
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
基

準
に
従
っ
た
上
で
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮

し
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、

上
位
職
職
員
の
降
任
等
を
し
た
職
が
属
す
る
職
制

上
の
段
階
と
同
じ
職
制
上
の
段
階
又
は
当
該
職
制

上
の
段
階
よ
り
下
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る

職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
は
、
警
察
法
第
五
十
六
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
任
命
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
項
中
「
任
命
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
警
察

本
部
長
」
と
、
「
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定

す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
地
方
警
務
官
（
以
下
「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
同
法
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
任
命
（
以
下
「
特
定
任
命
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同

項
各
号
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方
警
務
官
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴
う

転
任
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い

て
「
降
任
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任

命
」
と
、
「
降
任
等
を
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
を
」

と
、
同
項
第
二
号
中
「
降
任
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定

任
命
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
」
と
、
「
降
任
等
を
し
た
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
を
し
た
」
と
、
「
、
降
任
等
」

と
あ
る
の
は
「
、
特
定
任
命
」
と
、
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
及
び
管

理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
の
特
例
）

第
九
条

任
命
権
者
は
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き

管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る

管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
（
当
該
管
理
監
督
職
に

係
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
日
の
翌

日
か
ら
同
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
ま
で

の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内

（
当
該
期
間
内
に
定
年
退
職
日
が
あ
る
職
員
に
あ
っ

て
は
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職

日
ま
で
の
期
間
内
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
当

該
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職

を
占
め
る
職
員
に
、
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま

勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必
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要
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職

へ
の
降
任
等
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充

す
る
こ
と
が
で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障

が
生
ず
る
こ
と
。

二

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ

の
降
任
等
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す

る
こ
と
が
で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が

生
ず
る
こ
と
。

三

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
当
該
業
務

の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ

る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り

公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
異

動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を

含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員

に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、

延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
定

年
退
職
日
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
延
長
さ
れ
た
当

該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で

の
期
間
内
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
延
長
さ
れ

た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
更
に
延
長
さ
れ
る
当
該
異
動
期
間
の
末
日

は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期

間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
、
他
の
職
へ
の

降
任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督
職
群
（
職
務
の
内
容

が
相
互
に
類
似
す
る
複
数
の
管
理
監
督
職
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
管
理

監
督
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監

督
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い

て
、
当
該
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職

の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
標

準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
管
理
監
督
職
に
つ
い
て

の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
（
当
該
管
理
監

督
職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た

職
員
を
除
く
。
）
の
数
が
当
該
管
理
監
督
職
の
数
に
満

た
な
い
等
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職

へ
の
降
任
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職
に
生
ず
る
欠

員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
業
務
の
遂
行

に
重
大
な
障
害
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職

員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で

当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督

職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め

た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
を
当
該
管
理
監

督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監

督
職
に
降
任
し
、
若
し
く
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め

る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
当
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該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

を
除
く
。
）
又
は
前
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ

り
異
動
期
間
（
前
三
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延

長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督

職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由

が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
て
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で
延

長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

５

任
命
権
者
は
、
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る

職
員
の
う
ち
い
ず
れ
を
そ
の
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引

き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ

せ
、
又
は
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督

職
群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
し
、
若
し
く
は
転
任

す
る
か
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
又

は
勤
務
の
状
況
及
び
職
務
経
験
等
に
基
づ
き
、
人
事
の

計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
最
も
適
任
と

認
め
ら
れ
る
職
員
を
、
公
正
に
判
断
し
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
）

第
十
条

任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合
及
び
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任

等
を
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
延
長
し
た
異
動
期
間
の
期
限
の
繰
上
げ
及
び
延
長
事

由
が
消
滅
し
た
場
合
の
措
置
）

第
十
一
条

任
命
権
者
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
同
条
第
四
項

の
規
定
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の

同
意
を
得
て
、
当
該
異
動
期
間
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
当
該
異
動
期
間

の
延
長
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
他
の
職
へ
の
降

任
等
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
用
）

第
十
二
条

任
命
権
者
は
、
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以

後
に
退
職
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法

律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
非

常
勤
職
員
が
退
職
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と

い
う
。
）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
短
時

間
勤
務
の
職
（
当
該
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た

り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で

そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を

占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間

に
比
し
短
い
時
間
で
あ
る
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
そ
の
者
を
採
用
し
よ
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う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
定
年
退
職
日
相

当
日
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤

務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の

職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に

お
け
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。
）
を
経
過
し
た
者
で
あ

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
章

雑
則

（
委
任
）

第
十
三
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条

例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則

（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
規
程
）

で
定
め
る
。

附

則

１
―
６

（
略
）

（
定
年
に
関
す
る
経
過
措
置
）

７

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に

応
じ
、
同
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
一
年

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
二
年

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
三
年

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
四
年

８

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
職
員
の
定
年
の
引
上
げ
等

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年

大
阪
府
条
例
第

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
つ
い

て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
定
年
は
、

年
齢
六
十
五
年
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
）

９

任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、
職
員
（
臨
時
的
に
任
用

さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て

任
用
さ
れ
る
職
員
、
非
常
勤
職
員
及
び
前
項
に
規
定
す

る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

年
齢
六
十
年
（
第
七
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
を
占

め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
条
た
だ
し
書
の
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
年
齢
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の

確
認
を
行
う
べ
き
年
度
」
と
い
う
。
）
（
情
報
の
提
供

及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
に
職
員

で
な
か
っ
た
者
で
、
当
該
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意

思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
後
に
採
用
さ
れ

た
職
員
（
異
動
等
に
よ
り
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意

思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
を
経
過
す
る
こ

と
と
な
っ
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
末
日
経

過
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当

附

則

１
―
６

（
略
）
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（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

該
職
員
が
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度

の
末
日
ま
で
の
期
間
、
末
日
経
過
職
員
に
あ
っ
て
は
、

当
該
職
員
の
異
動
等
の
日
が
属
す
る
年
度
（
当
該
日
が

年
度
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
）
）

に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
職
員
が
年
齢
六

十
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
及
び
給

与
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を

提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後

に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

10

警
察
本
部
長
は
、
当
分
の
間
、
警
察
法
第
五
十
六

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務
官
（
以
下

「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
い
う
。
）
が
年
齢
六
十
年
に

達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
、
当
該

特
定
地
方
警
務
官
に
対
し
、
当
該
特
定
地
方
警
務
官
が

年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用

及
び
給
与
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な

情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌

日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

別
表
（
第
六
条
関
係
）

一

社
会
福
祉
施
設

二

保
健
所

三

病
院
及
び
診
療
所

四

一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
医
療
業
務
を
担
当
す
る
部
署
の
あ

る
施
設
等
で
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の

別
表
（
第
三
条
関
係
）

一

社
会
福
祉
施
設

二

保
健
所

三

病
院
及
び
診
療
所

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
業
務
を
担

当
す
る
部
署
の
あ
る
施
設
等
で
任
命
権
者
が
定
め

る
も
の

改
正
後

改
正
前

（
給
料
）

第
二
条

職
員
（
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」

と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府

条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
る
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」

と
い
う
。）
に
よ
る
勤
務
に
対
し
、
給
料
を
支
給
す
る
。

（
初
任
給
、
昇
給
、
昇
格
等
の
基
準
）

第
五
条

（
略
）

（
給
料
）

第
二
条

職
員
（
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第

一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」

と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府

条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
を
除
く
。）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に
は
、

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
る
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」

と
い
う
。）
に
よ
る
勤
務
に
対
し
、
給
料
を
支
給
す
る
。

（
初
任
給
、
昇
給
、
昇
格
等
の
基
準
）

第
五
条

（
略
）
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２
―
６

（
略
）

７

五
十
五
歳
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
三
号
。
以
下
「
定
年
条
例
」

と
い
う
。
）
第
六
条
に
規
定
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師

で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
五
十
七
歳
）
に
達
し
た
日

の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
を
超
え
て
在
職
す
る
職

員
に
関
す
る
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
四
号
給
」
と
あ
る
の
は
、「
零
」
と
す
る
。

８
―
14

（
略
）

（
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
）

第
六
条
の
二

育
児
休
業
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以

下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け

た
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
第

五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
、

勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

２

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当
該
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給

料
月
額
の
う
ち
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の

級
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と

す
る
。

３

（
略
）

（
通
勤
手
当
）

第
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

次
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
法
第

二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
て
一
週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務

し
な
い
職
員
の
う
ち
、
一
月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を

考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）

に
支
給
対
象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

２
―
６

（
略
）

７

五
十
五
歳
（
定
年
が
年
齢
六
十
五
年
で
あ
る
職
員
に

あ
つ
て
は
、
五
十
七
歳
）
に
達
し
た
日
の
属
す
る
会
計

年
度
の
末
日
を
超
え
て
在
職
す
る
職
員
に
関
す
る
第

五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
四
号
給
」

と
あ
る
の
は
、
「
零
」
と
す
る
。

８
―
14

（
略
）

15

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五

第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任

用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
指
定
職
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
の
給
料
月
額
は
、
そ
の

者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲

げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級

に
応
じ
た
額
と
す
る
。

（
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
）

第
六
条
の
二

育
児
休
業
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以

下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け

た
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
第

五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
十
五
項
並
び

に
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

る
給
料
月
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と

い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
第
五
条
第
十
五
項
及
び
前

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給

料
月
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。

３

（
略
）

（
通
勤
手
当
）

第
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

次
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
法
第
二
十
六

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
一

週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い

職
員
の
う
ち
、
一
月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
に
支
給
対

象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
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イ
―
ワ

（
略
）

三

（
略
）

３
―
６

（
略
）

（
産
業
教
育
手
当
）

第
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
産
業
教
育
手

当
の
月
額
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項

に
規
定
す
る
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

５

（
略
）

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
が
、
正
規
の

勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
に
お
い
て
、
正
規
の
勤

務
時
間
以
外
に
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間

と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間

と
の
合
計
が
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間

の
勤
務
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
に
し
た
次
に
掲
げ
る

勤
務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
二
十
五

か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
割
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
」

と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
時
間
条
例
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
時
間
条
例
第

三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
一
週
間
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超

え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振

り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間

（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
に
対

し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
二
十
七
条
に
規
定
す

る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五

か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務

手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期

付
短
時
間
勤
務
職
員
が
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間

を
超
え
て
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割

振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
三
十
八
時
間

四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

５
―
７

（
略
）

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）

第
二
十
四
条
の
三

（
略
）

２

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
八
千
円
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
、
職
務
の
級
及
び
号
給
（
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
職
務
の
級
）

の
別
に
応
じ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

３
・
４

（
略
）

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

イ
―
ワ

（
略
）

三

（
略
）

３
―
６

（
略
）

（
産
業
教
育
手
当
）

第
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
産
業
教
育
手
当
の
月

額
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定

す
る
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。

５

（
略
）

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
が
、
正
規
の
勤
務
時

間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間

以
外
に
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の

勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
と
の
合

計
が
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務

に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
に
し
た
次
に
掲
げ
る
勤
務

の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
二
十
五
か
ら

百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
割
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
」
と
す

る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
時
間
条
例
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
時
間
条
例
第

三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
一
週
間
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超

え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振

り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間

（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
に
対

し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
二
十
七
条
に
規
定
す

る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五

か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務

手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時

間
勤
務
職
員
が
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え

て
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振
り
変

更
前
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
三
十
八
時
間
四
十
五

分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

５
―
７

（
略
）

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）

第
二
十
四
条
の
三

（
略
）

２

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
八
千
円
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
、
職
務
の
級
及
び
号
給
（
再
任
用

職
員
に
あ
つ
て
は
、
職
務
の
級
）
の
別
に
応
じ
て
、
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

３
・
４

（
略
）

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）
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第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
三
条
の
三
か
ら
第
十

三
条
の
五
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

４

（
略
）

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
）

第
二
十
七
条

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
給
料

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
そ
の

他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
当
の
額
の
合
計
額

に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
に

定
め
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗

じ
た
も
の
か
ら
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を

減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
に
あ
つ
て
は
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け

て
い
な
い
職
員
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を

考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
、
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
常
勤
の
職
員
の

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
考
慮
し
て
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
額
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に

あ
つ
て
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す

る
条
例
第
三
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
考
慮
し
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
）
と
す
る
。

附

則

１
―
23

（
略
）

24

当
分
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
が

六
十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日

（
附
則
第
二
十
六
項
及
び
附
則
第
二
十
八
項
に
お
い

て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
当
該
職
員
に
適
用

さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
、
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び

に
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
十
二
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応

じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額

に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と

す
る
。

25

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し

な
い
。

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に

よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
非
常

勤
職
員

二

職
員
の
定
年
の
引
上
げ
等
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
大
阪
府
条
例
第

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
定
年
条

例
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員

三

定
年
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

異
動
期
間
（
定
年
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延

長
さ
れ
た
定
年
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
職
を
占

め
る
職
員

四

定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
（
定
年
条
例
第
二
条
に

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
三
条
の
三
か
ら
第
十

三
条
の
五
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
再
任
用
職

員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
、
適
用
し
な

い
。

４

（
略
）

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
）

第
二
十
七
条

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
給
料

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
そ
の

他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
当
の
額
の
合
計
額

に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
に

定
め
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗

じ
た
も
の
か
ら
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を

減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
に
あ
つ
て
は
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け

て
い
な
い
職
員
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を

考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
、
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
常
勤
の
再
任
用
職
員
の

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
考
慮
し
て
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
額
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に

あ
つ
て
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す

る
条
例
第
三
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
考
慮
し
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
）
と
す
る
。

附

則

１
―
23

（
略
）
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規
定
す
る
定
年
退
職
日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
が

適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
を
除
く
。）

五

定
年
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
医
師
及
び
歯
科

医
師
で
あ
る
職
員
並
び
に
同
条
各
号
列
記
以
外
の

部
分
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職

を
占
め
る
職
員

六

定
年
条
例
第
七
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
を
占
め
る
職
員

七

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
職
員
と
の
権

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

26

法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職

へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
職

へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第

三
十
項
に
お
い
て
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か

ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
う
ち
、
特
定
日
に
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
附

則
第
二
十
八
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い

う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が
受
け
て
い
た

給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額

に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に

達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以

後
、
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受

け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給

料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支

給
す
る
。

27

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支

給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る

職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
を
超

え
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の

給
料
月
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
」
と
す

る
。

28

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
命
に
よ

り
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
特
定
日
給
料
月
額
が
、

当
該
任
命
を
さ
れ
た
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が
適
用

を
受
け
て
い
た
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一

項
第
四
号
に
掲
げ
る
公
安
職
俸
給
表
に
定
め
ら
れ
る

俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額

に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
時
は
こ
れ
を
切
り

捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達

し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
を
除
く
。）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、

附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
俸
給
月
額
と
特
定
日
給
料

月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支
給

す
る
。

29

附
則
第
二
十
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の
適
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用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則

第
二
十
七
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十

八
項
」
と
、
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎

俸
給
月
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

30

異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
（
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
職
員
に
限
り
、
附
則
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
職

員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
附
則
第
二
十
六
項
及
び
附
則
第
二
十
七

項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て
支

給
す
る
。

31

附
則
第
二
十
六
項
、
附
則
第
二
十
八
項
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
以
外
の
附

則
第
二
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ

つ
て
、
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
当
該
給
料
を
支
給
さ

れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月

額
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
前
五
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と

し
て
支
給
す
る
。

32

附
則
第
二
十
六
項
、
附
則
第
二
十
八
項
又
は
前
二

項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
対
す

る
第
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項

及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
給
料
月
額
と
附
則
第
二
十
六
項
、
附
則
第
二
十

八
項
、
附
則
第
三
十
項
又
は
附
則
第
三
十
一
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と
し
、
職
員
の
期
末

手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
五
項

（
同
条
例
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と

給
与
条
例
附
則
第
二
十
六
項
、
附
則
第
二
十
八
項
、
附

則
第
三
十
項
又
は
附
則
第
三
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

33

附
則
第
二
十
四
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月

額
、
附
則
第
二
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
そ
の
他
附

則
第
二
十
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

34
―
40

（
略
）

24
―
30

（
略
）
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別表第１ 行政職給料表（第３条関係） 

８級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

451,200 

７級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

398,000 

６級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

381,200 

５級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

364,500 

４級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

295,300 

３級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

259,900 

２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

237,200 

１級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

215,800 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員

定年前再任

用短時間勤

務職員 

備考 （略） 

別表第１ 行政職給料表（第３条関係） 

８級 

給料月額

（略） 

451,200 

７級 

給料月額

（略） 

398,000 

６級 

給料月額

（略） 

381,200 

５級 

給料月額

（略） 

364,500 

４級 

給料月額

（略） 

295,300 

３級 

給料月額

（略） 

259,900 

２級 

給料月額

（略） 

237,200 

１級 

給料月額

（略） 

215,800 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

再任用職員以

外の職員 

再任用職員 

備考 （略） 
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別表第２ 研究職給料表（第３条関係） 

４級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

392,800 

３級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

332,600 

２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

289,100 

１級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

263,300 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員

定年前再任

用短時間勤

務職員 

備考 （略） 

別表第３ 医療職給料表（第３条関係） 
 イ 医療職給料表（一） 

５級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

579,800 

４級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

477,000 

３級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

401,800 

２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

345,500 

１級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

302,200 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員

定年前再任

用短時間勤

務職員 

備考 （略） 

別表第２ 研究職給料表（第３条関係） 

４級 

給料月額

（略） 

392,800 

３級 

給料月額

（略） 

332,600 

２級 

給料月額

（略） 

289,100 

１級 

給料月額

（略） 

263,300 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

再任用職員以

外の職員 

再任用職員 

備考 （略） 

別表第３ 医療職給料表（第３条関係） 
 イ 医療職給料表（一） 

５級 

給料月額

（略） 

579,800 

４級 

給料月額

（略） 

477,000 

３級 

給料月額

（略） 

401,800 

２級 

給料月額

（略） 

345,500 

１級 

給料月額

（略） 

302,200 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

再任用職員以

外の職員 

再任用職員 

備考 （略） 
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ロ 医療職給料表（二） 

５級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

372,700 

４級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

329,600 

３級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

261,500 

２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

247,800 

１級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

216,000 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員

定年前再任

用短時間勤

務職員 

備考 （略） 

ハ 医療職給料表（三） 

５級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

332,400 

４級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

294,700 

３級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

278,000 

２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

267,500 

１級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

260,700 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員

定年前再任

用短時間勤

務職員 

備考 （略） 

ロ 医療職給料表（二） 

５級 

給料月額

（略） 

372,700 

４級 

給料月額

（略） 

329,600 

３級 

給料月額

（略） 

261,500 

２級 

給料月額

（略） 

247,800 

１級 

給料月額

（略） 

216,000 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

再任用職員以

外の職員 

再任用職員 

備考 （略） 

ハ 医療職給料表（三） 

５級 

給料月額

（略） 

332,400 

４級 

給料月額

（略） 

294,700 

３級 

給料月額

（略） 

278,000 

２級 

給料月額

（略） 

267,500 

１級 

給料月額

（略） 

260,700 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

再任用職員以

外の職員 

再任用職員 

備考 （略） 
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別表第４ 教育職給料表（第３条関係） 
 イ 高等学校等教育職給料表 

４級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

424,600 

３級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

338,000 

特２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

309,200 

２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

279,600 

１級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

236,000 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員

定年前再任

用短時間勤

務職員 

備考 （略） 

ロ 小学校・中学校教育職給料表 

４級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

414,300 

３級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

331,600 

特２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

304,500 

２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

276,800 

１級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

227,200 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員

定年前再任

用短時間勤

務職員 

備考 （略） 

別表第４ 教育職給料表（第３条関係） 
 イ 高等学校等教育職給料表 

４級 

給料月額

（略） 

424,600 

３級 

給料月額

（略） 

338,000 

特２級 

給料月額

（略） 

309,200 

２級 

給料月額

（略） 

279,600 

１級 

給料月額

（略） 

236,000 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

再任用職員以

外の職員 

再任用職員 

備考 （略） 

ロ 小学校・中学校教育職給料表 

４級 

給料月額

（略） 

414,300 

３級 

給料月額

（略） 

331,600 

特２級 

給料月額

（略） 

304,500 

２級 

給料月額

（略） 

276,800 

１級 

給料月額

（略） 

227,200 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

再任用職員以

外の職員 

再任用職員 

備考 （略） 
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（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

別表第５  公安職給料表（第３条関係） 

８級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

419,000 

７級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

386,000 

６級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

350,100 

５級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

310,800 

４級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

293,700 

３級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

257,500 

２級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

253,100 

１級 

給料月額

（略） 

基  準

給料月額

円 

242,000 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

定年前再任用

短時間勤務職

員以外の職員

定年前再任

用短時間勤

務職員 

備考 （略） 

別表第５  公安職給料表（第３条関係） 

８級 

給料月額

（略） 

419,000 

７級 

給料月額

（略） 

386,000 

６級 

給料月額

（略） 

350,100 

５級 

給料月額

（略） 

310,800 

４級 

給料月額

（略） 

293,700 

３級 

給料月額

（略） 

257,500 

２級 

給料月額

（略） 

253,100 

１級 

給料月額

（略） 

242,000 

職務の級 

号 給 

（略） 

職員の 

区 分 

再任用職員以

外の職員 

再任用職員 

備考 （略） 

改
正
後

改
正
前

（
退
職
手
当
の
支
給
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
前
条

に
規
定
す
る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四

第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」

と
い
う
。
）
が
退
職
し
た
場
合
に
そ
の
者
（
死
亡
に
よ

る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
支
給
す
る
。

（
退
職
手
当
の
支
給
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
前
条

に
規
定
す
る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四

第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十

八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十

号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第

八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
退
職
し
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（
一
般
の
退
職
手
当
）

第
二
条
の
四

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額

は
、
次
条
か
ら
第
五
条
の
四
ま
で
及
び
第
六
条
か
ら
第

六
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当

の
基
本
額
に
、
第
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

退
職
手
当
の
調
整
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

（
整
理
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
た
者
で
、

通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
り
退
職
し
、
死
亡
に
よ
り
退
職

し
、
又
は
定
年
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ

る
こ
と
な
く
退
職
し
た
も
の
（
同
項
の
規
定
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
給
料
月

額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
の
退
職
手
当
の
基

本
額
に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
二

退
職
し
た
者
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
任
命
（
第
五
条
の
四
及
び
附
則
第
五
十
七
項

に
お
い
て
「
特
定
任
命
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
職
員
と

な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
の
基
礎
在
職
期

間
中
に
、
給
料
月
額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定

を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条

例
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た

給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

以
外
の
理
由
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が
減
額
さ

れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
理
由
が
生
じ

た
日
（
以
下
「
減
額
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該

理
由
に
よ
り
減
額
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合

の
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
う
ち
最
も
多
い
も
の
（
以
下

「
特
定
減
額
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
退
職
日

給
料
月
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
退

職
手
当
の
基
本
額
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額

に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
三

（
略
）

読
み
替
え
る

規
定

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句

読
み
替
え
る

字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
条
の
二

第
一
項
第
一

号

（
略
）

（
略
）

第
五
条
の
二

第
一
項
第
二

号

（
略
）

（
略
）

第
五
条
の
二

第
一
項
第
二

号
ロ

（
略
）

（
略
）

た
場
合
に
そ
の
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、

そ
の
遺
族
）
に
支
給
す
る
。

（
一
般
の
退
職
手
当
）

第
二
条
の
四

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額

は
、
次
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
及
び
第
六
条
か
ら
第

六
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当

の
基
本
額
に
、
第
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

退
職
手
当
の
調
整
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

（
整
理
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
た
者
で
、

通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
り
退
職
し
、
死
亡
に
よ
り
退
職

し
、
又
は
定
年
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ

る
こ
と
な
く
退
職
し
た
も
の
（
前
項
の
規
定
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
給
料
月

額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
の
退
職
手
当
の
基

本
額
に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
二

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
に
、
給

料
月
額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例

が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改

定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
が

減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
理

由
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
理
由
が
生
じ
た
日
（
以

下
「
減
額
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
理
由
に
よ

り
減
額
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
そ
の
者

の
給
料
月
額
の
う
ち
最
も
多
い
も
の
（
以
下
「
特
定
減

額
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
退
職
日
給
料
月
額

よ
り
も
多
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の

基
本
額
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲

げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額

に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
三

（
略
）

読
み
替
え
る

規
定

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句

読
み
替
え
る

字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

前
条
第
一
項

第
一
号

（
略
）

（
略
）

前
条
第
一
項

第
二
号

（
略
）

（
略
）

前
条
第
一
項

第
二
号
ロ

（
略
）

（
略
）
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（
特
定
任
命
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者

に
関
す
る
準
用
規
定
）

第
五
条
の
四

第
五
条
の
二
（
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
特
定
任
命

に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
二
の
見

出
し
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額
」
と
、

同
条
中
「
退
職
し
た
者
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
任
命
（
第
五
条
の
四
及
び
附
則
第
五
十
七
項
に

お
い
て
「
特
定
任
命
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
職
員
と
な

つ
た
後
に
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特

定
任
命
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
命
を

い
う
。
）
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
」

と
、
「
給
料
月
額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定
を

す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
例

に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給

料
月
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
」
と
あ
る
の
は

「
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
五
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
を
い

う
。
」
と
、
「
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

場
合
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
場
合
（
特
定
任
命
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
特

定
任
命
前
の
俸
給
月
額
よ
り
も
低
い
給
料
月
額
を
支

給
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、「
給

料
月
額
の
う
ち
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額
の
う
ち
」

と
、
同
条
並
び
に
前
条
の
表
中
「
特
定
減
額
前
給
料
月

額
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
五

（
略
）

第
六
条
の
二

第
五
条
の
二
第
一
項
（
第
五
条
の
四
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職

手
当
の
基
本
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
同
項
第
二
号

ロ
に
掲
げ
る
割
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
そ
の
者
の
退
職
手
当
の

基
本
額
と
す
る
。

一

六
十
以
上

特
定
減
額
前
給
料
月
額
（
第
五
条
の

四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
六
十
を
乗
じ
て
得
た
額

二

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

読
み
替
え

る
規
定

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
の

二

第
五
条
の
二

第
一
項
（

第
五
条
の
三
の
規

定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
第

五
条
の
二
第
一
項
（

（
略
）

（
略
）

同
項
の

第
五
条
の
三
の
規

第
五
条
の
四

（
略
）

第
六
条
の
二

第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計

算
し
た
退
職
手
当
の
基
本
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る

同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
割
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
そ
の
者
の
退

職
手
当
の
基
本
額
と
す
る
。

一

六
十
以
上

特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
六
十
を

乗
じ
て
得
た
額

二

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

読
み
替
え

る
規
定

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

前
条

第
五
条
の
二

第
一
項
の

第
五
条
の
三
の
規

定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
第

五
条
の
二
第
一
項

の

（
略
）

（
略
）

同
項
の

同
条
の
規
定
に
よ
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定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
同

項
の

第
六
条
の

二
第
一
号

特
定
減
額
前

給

料

月

額

（
第
五
条
の

四
に
お
い
て

読
み
替
え
て

準
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て

は
、
特
定
減

額
前
俸
給
月

額
。
次
号
に

お

い

て

同

じ
。）

特
定
減
額
前
給
料

月
額
（
第
五
条
の
四

に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
特

定
減
額
前
俸
給
月

額
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
特
定

減
額
前
給
料
月
額

に
退
職
の
日
に
お

け
る
そ
の
者
に
係

る
定
年
と
退
職
の

日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
に

お
け
る
そ
の
者
の

年
齢
と
の
差
に
相

当
す
る
年
数
一
年

に
つ
き
百
分
の
二

（
特
定
減
額
前
給

料
月
額
が
指
定
職

給
料
表
四
号
給
の

額
に
相
当
す
る
額

以
上
で
あ
る
場
合

に
は
、
百
分
の
一
）

を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額

第
六
条
の

二
第
二
号

（
略
）

（
略
）

（
退
職
手
当
の
調
整
額
）

第
六
条
の
四

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
調

整
額
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（
第
五
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
基
礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
基
礎
在
職

期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
月
（
地
方
公
務
員

法
第
二
十
七
条
第
二
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
休
職
（
公
務
上
の
傷
病
に
よ
る
休
職
及
び

通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
休
職
を
除
く
。）
、
同
法
第
二

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
職
、
教
育
公
務
員
特

例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
る
月
（
現
実
に
職
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
く
。
第
七
条

第
四
項
に
お
い
て
「
休
職
月
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
ご
と
に

当
該
各
月
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
額

（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
調
整
月
額
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
額
が
最
も
多
い
も
の
か
ら
順

次
そ
の
順
位
を
付
し
、
そ
の
第
一
順
位
か
ら
第
六
十
順

位
ま
で
の
調
整
月
額
（
当
該
各
月
の
月
数
が
六
十
月
に

満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
各
月
の
調
整
月
額
）
を
合

計
し
た
額
と
す
る
。

一
―
十

（
略
）

２
―
５

（
略
）

り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
同
項
の

前
条
第
一

号

特
定
減
額
前

給
料
月
額

特
定
減
額
前
給
料

月
額
及
び
特
定
減

額
前
給
料
月
額
に

退
職
の
日
に
お
け

る
そ
の
者
に
係
る

定
年
と
退
職
の
日

以
後
の
最
初
の
三

月
三
十
一
日
に
お

け
る
そ
の
者
の
年

齢
と
の
差
に
相
当

す
る
年
数
一
年
に

つ
き
百
分
の
二
（
特

定
減
額
前
給
料
月

額
が
指
定
職
給
料

表
四
号
給
の
額
に

相
当
す
る
額
以
上

で
あ
る
場
合
に
は
、

百
分
の
一
）
を
乗
じ

て
得
た
額
の
合
計

額

前
条
第
二

号

（
略
）

（
略
）

（
退
職
手
当
の
調
整
額
）

第
六
条
の
四

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
調

整
額
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（
第
五
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
基
礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
基
礎
在
職

期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
月
（
地
方
公
務
員

法
第
二
十
七
条
第
二
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
休
職
（
公
務
上
の
傷
病
に
よ
る
休
職
及
び

通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
休
職
を
除
く
。）
、
同
法
第
二

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
職
、
教
育
公
務
員
特

例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
る
月
（
現
実
に
職
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
く
。
以
下

「
休
職
月
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
ご
と
に
当
該
各
月
に
そ
の

者
が
属
し
て
い
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
以
下
「
調
整
月
額
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
額
が
最
も
多
い
も
の
か
ら
順

次
そ
の
順
位
を
付
し
、
そ
の
第
一
順
位
か
ら
第
六
十
順

位
ま
で
の
調
整
月
額
（
当
該
各
月
の
月
数
が
六
十
月
に

満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
各
月
の
調
整
月
額
）
を
合

計
し
た
額
と
す
る
。

一
―
十

（
略
）

２
―
５

（
略
）
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（
一
般
の
退
職
手
当
の
額
に
係
る
特
例
）

第
六
条
の
五

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
対
す
る
退
職

手
当
の
額
が
、
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
及

び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
第
二
条
の

四
、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
（
第
五
条
の
四
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
前
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
の
者

の
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

一
―
四

（
略
）

（
退
職
後
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退

職
手
当
の
支
給
制
限
）

第
十
四
条

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当

等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
地
方
公
務

員
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免

職
処
分
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

に
対
す
る
免
職
処
分
」
と
い
う
。）
を
受
け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た

者
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
免

職
処
分
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、

当
該
退
職
後
に
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た

在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き

行
為
を
し
た
と
認
め
た
と
き
。

２
―
７

（
略
）

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）

第
十
五
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い

て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当

該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を

し
た
者
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情

の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の
生
計
の
状
況
を
勘
案

し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を

し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け

て
い
な
け
れ
ば
第
十
条
第
三
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
手

当
受
給
可
能
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
（
次
条
及
び

第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
者
退
職
手
当
額
」
と
い

う
。）
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る

処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当

等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受

け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た

者
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
免

職
処
分
の
対
象
と
な
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、

当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と

（
一
般
の
退
職
手
当
の
額
に
係
る
特
例
）

第
六
条
の
五

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
対
す
る
退
職

手
当
の
額
が
、
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
及

び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
第
二
条
の

四
、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
の
者
の
退
職
手
当

の
額
と
す
る
。

一
―
四

（
略
）

（
退
職
後
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退

職
手
当
の
支
給
制
限
）

第
十
四
条

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当

等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
地
方
公
務

員
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免

職
処
分
（
以
下
「
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
」

と
い
う
。）
を
受
け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た

者
（
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
の
対
象
と
な

る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
退
職
後
に
当
該

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒

免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め

た
と
き
。

２
―
７

（
略
）

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）

第
十
五
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い

て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当

該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を

し
た
者
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情

の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の
生
計
の
状
況
を
勘
案

し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を

し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け

て
い
な
け
れ
ば
第
十
条
第
三
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
手

当
受
給
可
能
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
金
額
（
次

条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
者
退
職
手
当
額
」

と
い
う
。）
を
除
く
。）
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命

ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当

等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
再
任
用
職

員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
と
き
。

三

当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
を
し
た

者
（
再
任
用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
の
対
象
と
な

る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
一
般
の
退
職

手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
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な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に

懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と

認
め
た
と
き
。

２
―
７

（
略
）

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当

額
の
納
付
）

第
十
七
条

退
職
を
し
た
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合

に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の

退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
当
該

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
た
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
退
職
手
当
の
受
給
者
」
と
い
う
。
）

が
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
十
五
条
第
一

項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る

こ
と
な
く
死
亡
し
た
場
合
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に

規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
退
職
に

係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給

者
の
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
か

ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
退

職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当

該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免

職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う

に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
旨
の
通
知
を
し
た
と

き
は
、
当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
通
知
が
当

該
相
続
人
に
到
達
し
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当

該
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般

の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処

分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当

該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ

た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全

部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
第
十
五
条
第
五
項
又
は
前
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
大
阪
府
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第

十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処

分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
（
次
項
か
ら
第

五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
退

職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の

受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退

職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し

た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た

在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行

為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失

業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退

職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る

額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

退
職
手
当
の
受
給
者
（
遺
族
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
退
職

の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
（
第
十
三

条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
つ
き

の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分

を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
た
と
き
。

２
―
７

（
略
）

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当

額
の
納
付
）

第
十
七
条

退
職
を
し
た
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合

に
は
、
そ
の
遺
族
）
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の

退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
当
該

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
た
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
退
職
手
当
の
受
給
者
」
と
い
う
。
）

が
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
十
五
条
第
一

項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る

こ
と
な
く
死
亡
し
た
場
合
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に

規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
退
職
に

係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
が
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給

者
の
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手

当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け

る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な

理
由
が
あ
る
旨
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手

当
管
理
機
関
は
、
当
該
通
知
が
当
該
相
続
人
に
到
達
し

た
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
相
続
人
に
対
し
、

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の

額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い

た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き

行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当

該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が

失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に

相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
第
十
五
条
第
五
項
又
は
前
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
大
阪
府
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第

十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処

分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
（
次
項
か
ら
第

五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
退

職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の

受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退

職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し

た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た

在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行

為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失

業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失

業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相

当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

３

退
職
手
当
の
受
給
者
（
遺
族
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
退
職

の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
（
第
十
三

条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
つ
き
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判
決
が
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し

た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関

は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に

対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般

の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処

分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当

該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ

た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全

部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件

に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事

件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い

て
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る

こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職

手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡

の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給

者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑

事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当

該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ

た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全

部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た

在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け

る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退

職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死

亡
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受

給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該

行
為
に
関
し
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対

す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失

業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退

職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る

額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６
―
９

（
略
）

附

則

１
―
43

（
略
）

（
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

44

当
分
の
間
、
三
十
五
年
以
下
の
期
間
勤
続
し
て
退

職
し
た
者
（
条
例
第
五
十
号
附
則
第
三
項
の
規
定
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額

は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
四
ま
で
及
び
附
則
第
五
十

八
項
か
ら
附
則
第
六
十
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計

算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
の
五

中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
並
び
に
附
則
第
四

十
四
項
」
と
す
る
。

判
決
が
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し

た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関

は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に

対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
退
職
に
係
る
一
般

の
退
職
手
当
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
中
に
懲
戒
免
職
等
処

分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当

該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ

た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）

の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る

処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件

に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事

件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い

て
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る

こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職

手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡

の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給

者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑

事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当

該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ

た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）

の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る

処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た

在
職
期
間
中
の
行
為
に
関
し
再
任
用
職
員
に
対
す
る

免
職
処
分
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し

た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関

は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に

対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
行
為
に
関
し
再
任

用
職
員
に
対
す
る
免
職
処
分
を
受
け
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職

を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除
く
。
）
の
全

部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６
―
９

（
略
）

附

則

１
―
43

（
略
）

（
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

44

当
分
の
間
、
三
十
五
年
以
下
の
期
間
勤
続
し
て
退

職
し
た
者
（
条
例
第
五
十
号
附
則
第
三
項
の
規
定
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額

は
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計

算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
の
五

中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
並
び
に
附
則
第
四

十
四
項
」
と
す
る
。
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45

当
分
の
間
、
三
十
六
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
期

間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
条
例
第
五
十
号
附
則
第
四

項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す
る

退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
項
又
は
第
五
条
の
二
（
第

五
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
附
則
第
六
十
二
項
及
び
附
則
第
六
十
三
項
の

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前
項
に
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

46

当
分
の
間
、
三
十
五
年
を
超
え
る
期
間
勤
続
し
て

退
職
し
た
者
（
条
例
第
五
十
号
附
則
第
五
項
の
規
定
に

該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
第
五
条
又
は
附
則
第
五
十

九
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す

る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三

十
五
年
と
し
て
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
の
例
に
よ

り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

47
―
56

（
略
）

57

特
定
任
命
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た

者
の
基
礎
在
職
期
間
中
に
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
に

よ
り
そ
の
者
の
俸
給
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
減
額
後
の
俸
給
月
額
が

減
額
前
の
俸
給
月
額
に
達
し
な
い
場
合
に
そ
の
差
額

に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
法
令
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
給
与
の
支
給
の
基
準
の
適
用
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
俸

給
月
額
に
は
、
当
該
差
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

58

当
分
の
間
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
十
一
年

以
上
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
た
者
で
あ
つ
て
、

六
十
歳
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ

と
な
く
退
職
し
た
者
（
定
年
の
定
め
の
な
い
職
を
退
職

し
た
者
及
び
同
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
五

条
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
五
条
又
は
附
則
第
五
十
八

項
」
と
す
る
。

59

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
二
十
五

年
以
上
の
期
間
勤
続
し
た
者
で
あ
つ
て
、
六
十
歳
に
達

し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職

し
た
者
（
定
年
の
定
め
の
な
い
職
を
退
職
し
た
者
及
び

同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を

除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
五
条
」
と
あ

る
の
は
、
「
、
第
五
条
又
は
附
則
第
五
十
九
項
」
と
す

る
。

60

前
二
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
が
退
職
し

た
場
合
に
支
給
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い
て

は
適
用
し
な
い
。

一

職
員
の
定
年
の
引
上
げ
等
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
大
阪
府
条
例
第

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
定
年
条

例
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
相
当
す

る
職
員

二

給
与
そ
の
他
の
処
遇
の
状
況
が
前
号
に
掲
げ
る

職
員
に
類
す
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
職
員

61

給
与
条
例
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
職
員

の
給
料
月
額
の
改
定
は
、
給
料
月
額
の
減
額
改
定
に
該

当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

45

当
分
の
間
、
三
十
六
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
期

間
勤
続
し
て
退
職
し
た
者
（
条
例
第
五
十
号
附
則
第
四

項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す
る

退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
項
又
は
第
五
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前
項
に
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

46

当
分
の
間
、
三
十
五
年
を
超
え
る
期
間
勤
続
し
て

退
職
し
た
者
（
条
例
第
五
十
号
附
則
第
五
項
の
規
定
に

該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す

る
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額

は
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
附
則
第

四
十
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る

額
と
す
る
。

47
―
56

（
略
）
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（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大
阪

府
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

62

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
（
定
数
の
減
少
又
は
組
織
の
改
廃
の
た
め
過
員
又
は

廃
職
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
及
び
公
務
上
の
傷
病
又
は

死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
五

条
の
三
、
第
五
条
の
四
及
び
第
六
条
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
本
文
中
「
定
年
に
達
す

る
日
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
（
附
則
第
五
十
八
項
及
び

附
則
第
六
十
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
者
に
あ

つ
て
は
六
十
歳
と
し
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に

あ
つ
て
は
六
十
五
歳
と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職

員
に
あ
つ
て
は
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
年
齢
と

す
る
。
）
に
達
す
る
日
」
と
、
第
五
条
の
三
の
表
及
び

第
六
条
の
三
の
表
中
「
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の

日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
そ
の
者

の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
」
と
あ

る
の
は
「
そ
の
者
に
係
る
定
年
（
附
則
第
五
十
八
項
に

規
定
す
る
職
員
及
び
附
則
第
六
十
項
各
号
に
掲
げ
る

職
員
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
六
十
歳
と
し
、
附
則
第
五

十
八
項
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
同
項
に
定
め

る
年
齢
と
し
、
附
則
第
六
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

に
あ
つ
て
は
六
十
五
歳
と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

職
員
に
あ
つ
て
は
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
年
齢

と
す
る
。
）
と
退
職
の
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年

数
一
年
に
つ
き
」
と
す
る
。

63

当
分
の
間
、
六
十
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の

四
月
一
日
以
後
に
退
職
す
る
職
員
が
第
五
条
の
二
（
第

五
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
六
十
歳

に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

勤
続
期
間
及
び
同
日
に
お
け
る
給
料
月
額
を
基
礎
と

し
て
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
十

四
項
か
ら
附
則
第
四
十
六
項
ま
で
及
び
附
則
第
五
十

八
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
が
、

現
に
退
職
す
る
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
同
日
に
お

け
る
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
第
三
条
か
ら
第
五
条

の
四
ま
で
、
附
則
第
四
十
四
項
か
ら
附
則
第
四
十
六
項

ま
で
及
び
附
則
第
五
十
八
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
つ
て
そ
の
者

に
支
給
す
べ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の

基
本
額
と
す
る
。

改
正
後

改
正
前

附

則

１
・
２

（
略
）

附

則

１
・
２

（
略
）
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第
五
条

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大
阪

（
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

３

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
（
適
用
日
に
国
家
公
務
員

等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定

法
人
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
法
人
職
員
」

と
い
う
。
）
と
し
て
在
職
す
る
者
の
う
ち
、
適
用
日
前

に
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
指
定
法
人
職
員
と
な
つ
た

者
又
は
適
用
日
に
新
条
例
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す

る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
と
し

て
在
職
す
る
者
で
、
指
定
法
人
職
員
又
は
職
員
以
外
の

地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職

員
と
な
つ
た
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
附
則
第
五
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第

四
号
。
以
下
「
退
職
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条

か
ら
第
五
条
ま
で
又
は
附
則
第
五
十
八
項
若
し
く
は

第
五
十
九
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
、
か
つ
、

そ
の
勤
続
期
間
が
三
十
五
年
以
下
で
あ
る
者
に
対
す

る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
当
分
の
間
、
退
職
手
当
条

例
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
四
ま
で
及
び
附
則
第
五
十

八
項
か
ら
第
六
十
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

４

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に

退
職
手
当
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

退
職
を
し
、
か
つ
、
そ
の
勤
続
期
間
が
三
十
六
年
以
上

四
十
二
年
以
下
で
あ
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基

本
額
は
、
当
分
の
間
、
同
項
又
は
退
職
手
当
条
例
第
五

条
の
二
（
退
職
手
当
条
例
第
五
条
の
四
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
附
則
第
六
十
二
項

及
び
第
六
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前

項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

５

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に

退
職
手
当
条
例
第
五
条
又
は
附
則
第
五
十
九
項
の
規

定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
、
か
つ
、
そ
の
勤
続
期
間
が

三
十
五
年
を
超
え
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本

額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年

と
し
て
附
則
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て

得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

６

退
職
手
当
条
例
附
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員
で
こ
の
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
前
項

ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当

の
額
は
、
退
職
手
当
条
例
第
二
条
の
三
か
ら
第
五
条
の

四
ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
及
び
附
則
第

三
十
五
項
並
び
に
こ
の
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
前
項

ま
で
又
は
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大
阪
府
条
例
第
五

十
四
号
。
以
下
「
条
例
第
五
十
四
号
」
と
い
う
。
）
附

則
第
九
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
に
つ
き
退

職
手
当
条
例
附
則
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

し
た
退
職
手
当
の
額
と
退
職
手
当
条
例
（
附
則
第
三
十

五
項
を
除
く
。
）
及
び
こ
の
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
前

項
ま
で
又
は
条
例
第
五
十
四
号
附
則
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額
と
の
い
ず
れ
か
多

い
額
と
す
る
。

７
―
９

（
略
）

（
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

３

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
（
適
用
日
に
国
家
公
務
員

等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定

法
人
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
法
人
職
員
」

と
い
う
。
）
と
し
て
在
職
す
る
者
の
う
ち
、
適
用
日
前

に
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
指
定
法
人
職
員
と
な
つ
た

者
又
は
適
用
日
に
新
条
例
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す

る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
と
し

て
在
職
す
る
者
で
、
指
定
法
人
職
員
又
は
職
員
以
外
の

地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職

員
と
な
つ
た
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
附
則
第
五
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第

四
号
。
以
下
「
退
職
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条

か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
、
か

つ
、
そ
の
勤
続
期
間
が
三
十
五
年
以
下
で
あ
る
者
に
対

す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
当
分
の
間
、
退
職
手
当

条
例
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
三
・
七
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。

４

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に

退
職
手
当
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

退
職
を
し
、
か
つ
、
そ
の
勤
続
期
間
が
三
十
六
年
以
上

四
十
二
年
以
下
で
あ
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基

本
額
は
、
当
分
の
間
、
同
項
又
は
退
職
手
当
条
例
第
五

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前
項
に
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

５

適
用
日
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
適
用
日
以
後
に

退
職
手
当
条
例
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を

し
、
か
つ
、
そ
の
勤
続
期
間
が
三
十
五
年
を
超
え
る
者

に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の

者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
附
則
第
三
項
の

規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

６

退
職
手
当
条
例
附
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員
で
こ
の
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
前
項

ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当

の
額
は
、
退
職
手
当
条
例
第
二
条
の
三
か
ら
第
五
条
の

三
ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
及
び
附
則
第

三
十
五
項
並
び
に
こ
の
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
前
項

ま
で
又
は
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大
阪
府
条
例
第
五

十
四
号
。
以
下
「
条
例
第
五
十
四
号
」
と
い
う
。
）
附

則
第
九
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
に
つ
き
退

職
手
当
条
例
附
則
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

し
た
退
職
手
当
の
額
と
退
職
手
当
条
例
（
附
則
第
三
十

五
項
を
除
く
。
）
及
び
こ
の
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
前

項
ま
で
又
は
条
例
第
五
十
四
号
附
則
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額
と
の
い
ず
れ
か
多

い
額
と
す
る
。

７
―
９

（
略
）
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府
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
阪
府

条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

附

則

１
―
６

（
略
）

７

附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
者
又
は
附
則
第
五
項
の

規
定
に
該
当
す
る
者
が
適
用
日
以
後
に
退
職
し
た
場

合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
条
例
第
二

条
の
四
及
び
第
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

の
額
は
、
退
職
手
当
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の

四
ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
及
び
附
則
第

三
十
五
項
並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大
阪
府
条

例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
第
五
十
号
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
項
か
ら
附
則
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
控
除
し
て
得
た
額
が
、

そ
の
者
に
つ
き
旧
条
例
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し

た
退
職
手
当
の
額
よ
り
低
い
額
と
な
る
と
き
は
、
当
該

規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
額
）
と
す
る
。

一

退
職
手
当
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の
四

ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
及
び
附
則
第

三
十
五
項
並
び
に
条
例
第
五
十
号
附
則
第
三
項
か

ら
附
則
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額

二

（
略
）

８
―
30

（
略
）

附

則

１
―
６

（
略
）

７

附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
者
又
は
附
則
第
五
項
の

規
定
に
該
当
す
る
者
が
適
用
日
以
後
に
退
職
し
た
場

合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
条
例
第
二

条
の
四
及
び
第
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

の
額
は
、
退
職
手
当
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の

三
ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
及
び
附
則
第

三
十
五
項
並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大
阪
府
条

例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
第
五
十
号
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
項
か
ら
附
則
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
控
除
し
て
得
た
額
が
、

そ
の
者
に
つ
き
旧
条
例
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し

た
退
職
手
当
の
額
よ
り
低
い
額
と
な
る
と
き
は
、
当
該

規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
額
）
と
す
る
。

一

退
職
手
当
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の
三

ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
及
び
附
則
第

三
十
五
項
並
び
に
条
例
第
五
十
号
附
則
第
三
項
か

ら
附
則
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額

二

（
略
）

８
―
30

（
略
）

改
正
後

改
正
前

附

則

１

（
略
）

（
経
過
措
置
）

２

職
員
が
新
制
度
適
用
職
員
（
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の

者
が
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
改
正
後
の
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に
現
に

退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も

の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及

び
同
日
に
お
け
る
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
改
正
前

の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」

と
い
う
。）
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
六
条
、

附
則
第
三
十
四
項
及
び
附
則
第
四
十
三
項
か
ら
第
四

附

則

１

（
略
）

（
経
過
措
置
）

２

職
員
が
新
制
度
適
用
職
員
（
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の

者
が
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
改
正
後
の
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に
現
に

退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も

の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及

び
同
日
に
お
け
る
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
改
正
前

の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」

と
い
う
。）
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
六
条
、

附
則
第
三
十
四
項
及
び
附
則
第
四
十
三
項
か
ら
第
四
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（
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
百
四
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
大
阪
府
職
員
基
本
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条

大
阪
府
職
員
基
本
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次

十
五
項
ま
で
、
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
号
。
以

下
こ
の
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
条
例
第
五
十

号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び

に
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の

退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
十
五
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
二
号
。
以
下
こ

の
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
条
例
第
八
十
二

号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
額
（
当
該
勤
続
期
間
が
四
十
三
年
又
は
四
十
四
年
の

者
で
あ
っ
て
、
傷
病
若
し
く
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の

者
の
都
合
に
よ
り
又
は
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ

り
退
職
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
旧
条
例
第

五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
み
な

し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
当
該
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と

し
て
旧
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り

計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
）
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十

三
・
七
（
当
該
勤
続
期
間
が
二
十
年
以
上
の
者
（
四
十

二
年
以
下
の
者
で
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の

者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
及
び
三
十
七
年
以

上
四
十
二
年
以
下
の
者
で
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に

よ
り
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
百
四
分

の
八
十
三
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
職
員
の
退
職

手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の
四

ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
、
附
則
第
三
十

五
項
及
び
附
則
第
四
十
四
項
か
ら
第
四
十
六
項
ま
で
、

附
則
第
六
項
、
附
則
第
七
項
、
条
例
第
五
十
号
附
則
第

三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
条
例
第
八
十
二
号
附

則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額

（
以
下
「
新
条
例
等
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
よ
り

も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

３
―
16

（
略
）

十
五
項
ま
で
、
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
号
。
以

下
こ
の
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
条
例
第
五
十

号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び

に
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の

退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
十
五
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
二
号
。
以
下
こ

の
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
条
例
第
八
十
二

号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
額
（
当
該
勤
続
期
間
が
四
十
三
年
又
は
四
十
四
年
の

者
で
あ
っ
て
、
傷
病
若
し
く
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の

者
の
都
合
に
よ
り
又
は
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ

り
退
職
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
旧
条
例
第

五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
み
な

し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
当
該
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と

し
て
旧
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り

計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
）
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十

三
・
七
（
当
該
勤
続
期
間
が
二
十
年
以
上
の
者
（
四
十

二
年
以
下
の
者
で
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の

者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
及
び
三
十
七
年
以

上
四
十
二
年
以
下
の
者
で
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に

よ
り
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
百
四
分

の
八
十
三
・
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
職
員
の
退
職

手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の
三

ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
、
附
則
第
三
十

五
項
及
び
附
則
第
四
十
四
項
か
ら
第
四
十
六
項
ま
で
、

附
則
第
六
項
、
附
則
第
七
項
、
条
例
第
五
十
号
附
則
第

三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
条
例
第
八
十
二
号
附

則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額

（
以
下
「
新
条
例
等
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
よ
り

も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

３
―
16

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
高
齢
者
部
分
休
業
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
高
年
齢
と
し
て
条

例
で
定
め
る
年
齢
は
、
五
十
五
歳
と
す
る
。

３

（
略
）

（
高
齢
者
部
分
休
業
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
高
年
齢
と
し
て
条

例
で
定
め
る
年
齢
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
三
号
）
第
三
条
に
規

定
す
る
定
年
か
ら
五
年
を
減
じ
た
年
齢
と
す
る
。

３

（
略
）
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の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
九
条

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次前

文
第
一
章
―
第
八
章

（
略
）

第
九
章

削
除

第
十
章
―
第
十
二
章

（
略
）

附
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
根
本
基
準
に
従
い
、
職
員
（
府
の
職
員
（
警

察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
警
察
職
員
及
び
非
常

勤
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
、
地
方
公
務
員

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百

十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員

の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例

第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。）
並
び
に
市

町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職

員
（
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）（
以
下
「
府
費
負
担
教
職

員
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
採
用
か
ら

退
職
ま
で
に
お
け
る
公
務
員
制
度
の
基
本
的
な
事
項

を
定
め
て
公
正
か
つ
適
正
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

職
員
が
自
律
性
を
備
え
た
人
材
と
し
て
そ
の
能
力
を

高
め
つ
つ
、
府
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
全
力
を
挙
げ

て
そ
の
職
務
を
遂
行
し
、
も
っ
て
府
政
の
適
確
な
運
営

と
府
政
に
対
す
る
府
民
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
九
章

削
除

第
三
十
条

削
除

目
次前

文
第
一
章
―
第
八
章

（
略
）

第
九
章

再
任
用
（
第
三
十
条
）

第
十
章
―
第
十
二
章

（
略
）

附
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
根
本
基
準
に
従
い
、
職
員
（
府
の
職
員
（
警

察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
警
察
職
員
及
び
非
常

勤
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
、
地
方
公
務
員

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百

十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員

の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例

第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。）
並
び
に
市

町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職

員
（
非
常
勤
職
員
を
除
く
。）（
以
下
「
府
費
負
担
教
職

員
」
と
い
う
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
採
用
か
ら

退
職
ま
で
に
お
け
る
公
務
員
制
度
の
基
本
的
な
事
項

を
定
め
て
公
正
か
つ
適
正
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

職
員
が
自
律
性
を
備
え
た
人
材
と
し
て
そ
の
能
力
を

高
め
つ
つ
、
府
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
全
力
を
挙
げ

て
そ
の
職
務
を
遂
行
し
、
も
っ
て
府
政
の
適
確
な
運
営

と
府
政
に
対
す
る
府
民
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
九
章

再
任
用

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
の
方
針
）

第
三
十
条

再
任
用
（
法
第
二
十
八
条
の
四
か
ら
第
二
十

八
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
八
条
の
四

第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
者
等
を
常
時
勤
務
を

要
す
る
職
又
は
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
制
度
に
つ
い
て

は
、
組
織
の
運
営
上
の
必
要
性
を
踏
ま
え
、
厳
格
に
運

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
再
任
用
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
三
項
及

び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
地
方
独
立
行
政
法
人
法

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
五
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
府
の
職
員
（
警
察
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
地
方
警
察
職
員
を
除
く
。
）
及
び
府
が

設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
特
定
地

方
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
以
下
「
職

員
」
と
い
う
。
）
の
分
限
の
事
由
並
び
に
手
続
及
び
効

果
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
法
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
降
任
（
法
第
二
十
八
条

の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
（
以
下

「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
降

任
を
除
く
。
第
九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除
き
、
以

下
同
じ
。）
、
免
職
又
は
降
給
（
他
の
職
へ
の
降
任
等
に

伴
う
降
給
を
除
く
。
第
九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
の
処
分
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
休
職
の
事
由
）

第
五
条

職
員
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
（
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
、
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任

期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大

阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
第
二
号
）
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ

を
休
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

（
降
任
、
免
職
、
休
職
又
は
降
給
の
手
続
）

第
九
条

（
略
）

２
―
５

（
略
）

６

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
、
他
の
職
へ
の
降
任
等

に
該
当
す
る
降
任
を
す
る
場
合
又
は
他
の
職
へ
の
降

任
等
に
伴
う
降
給
を
す
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
職
員
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７

（
略
）

附

則

１
・
２

（
略
）

３

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府

条
例
第
三
十
五
号
）
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
一
条
及
び
第
九
条
第
六

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
一
条

中
「
に
伴
う
降
給
」
と
あ
る
の
は
「
に
伴
う
降
給
及
び

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
二
十
四
項
の
規

定
に
よ
る
降
給
」
と
、
第
九
条
第
六
項
中
「
に
伴
う
降

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
三
項
及

び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
地
方
独
立
行
政
法
人
法

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
五
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
府
の
職
員
（
警
察
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
地
方
警
察
職
員
を
除
く
。
）
及
び
府
が

設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
特
定
地

方
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
以
下
「
職

員
」
と
い
う
。
）
の
分
限
の
事
由
並
び
に
手
続
及
び
効

果
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
法
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
降
任
、
免
職
又
は
降
給

の
処
分
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
休
職
の
事
由
）

第
五
条

職
員
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
（
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
、
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任

期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大

阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
第
二
号
）
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ

を
休
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

（
降
任
、
免
職
、
休
職
又
は
降
給
の
手
続
）

第
九
条

（
略
）

２
―
５

（
略
）

６

（
略
）

附

則

１
・
２

（
略
）
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（
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
条

職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
阪
府
条
例

第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

給
」
と
あ
る
の
は
「
に
伴
う
降
給
若
し
く
は
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
る

降
給
」
と
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
条

（
略
）

２
―
４

（
略
）

５

第
二
項
の
規
定
は
、
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
二
条

の
四
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条

各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
減
給
の
効
果
）

第
七
条

減
給
は
、
一
日
以
上
六
月
以
下
の
期
間
、
当
該

減
給
の
懲
戒
処
分
を
受
け
る
日
に
お
け
る
給
料
及
び

こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
合
計
額
（
非
常
勤
職
員

（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職

員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
の
額
（
非
常
勤
職

員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
を
除
く
。
）
）
の
十
分
の

一
以
下
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
減
ず
る
額
が
現
に
支
給
を
受
け
る
給
料
及
び

こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
合
計
額
の
十
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
減
ず
る
も

の
と
す
る
。

２

（
略
）

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
条

（
略
）

２
―
４

（
略
）

５

第
二
項
の
規
定
は
、
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
八
条

の
五
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条

各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
減
給
の
効
果
）

第
七
条

減
給
は
、
一
日
以
上
六
月
以
下
の
期
間
、
給
料

及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
合
計
額
（
非
常
勤
職

員
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職

員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
の
額
（
非
常
勤
職

員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
を
除
く
。
）
）
の
十
分
の

一
以
下
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
期
末
手
当
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定

（
期
末
手
当
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十

八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
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（
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一

年
大
阪
府
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、「
百
分
の
百
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の

六
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
二
・
五
」

と
す
る
。

４
―
７

（
略
）

（
勤
勉
手
当
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
以
外
の
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分

の
四
十
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の

五
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
―
６

（
略
）

下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の

百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
、
「
百

分
の
六
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
二
・

五
」
と
す
る
。

４
―
７

（
略
）

（
勤
勉
手
当
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

次
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
四
十
五
（
特
定
管

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
五
）
を
乗
じ

て
得
た
額
の
総
額

ロ

指
定
職
給
料
表
適
用
職
員

当
該
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
二
・
五
を
乗
じ
て

得
た
額
の
総
額

３
―
６

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
第

六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代

休
時
間
、
同
条
例
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

休
日
（
特
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
を
除

く
。
）
及
び
同
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
代
休
日
（
特
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
を

除
く
。
）
（
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十

八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条

例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、

任
命
権
者
が
定
め
る
日
）

三

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
第

六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代

休
時
間
、
同
条
例
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

休
日
（
特
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
を
除

く
。
）
及
び
同
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
代
休
日
（
特
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
を

除
く
。
）
（
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十

八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条

例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、

任
命
権
者
が
定
め
る
日
）

三

（
略
）
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（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
阪
府
条
例
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
大
阪
府
条
例
第

改
正
後

改
正
前

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
二
条

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年

大
阪
府
条
例
第
三
号
。
以
下
「
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き

続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員

三

定
年
条
例
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延

長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員

四
・
五

（
略
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
十
条

（
略
）

一

（
略
）

二

定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員

三

定
年
条
例
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延

長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
十
九
条

（
略
）

一

（
略
）

二

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤

職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）

（
部
分
休
業
の
承
認
）

第
二
十
条

部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
承

認
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
正
規
の
勤

務
時
間
（
非
常
勤
職
員
（
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
）
の
始

め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
十
五
分
を
単
位
と
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
二
条

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年

大
阪
府
条
例
第
三
号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員

三
・
四

（
略
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
十
条

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し

て
い
る
職
員

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
十
九
条

（
略
）

一

（
略
）

二

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤

職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十

八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。）

（
部
分
休
業
の
承
認
）

第
二
十
条

部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
承

認
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
正
規
の
勤

務
時
間
（
非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時

間
）
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
十
五
分
を
単
位

と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）
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四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週

間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
十
五
時

間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
、
任
命

権
者
が
定
め
る
。

４
・
５

（
略
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
三
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に

つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る

も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任

期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土

曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間

に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間

に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時

間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ

い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
一
日

に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤

務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い

て
は
、
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き

七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間

を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

３

任
命
権
者
は
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別

の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休
日
及

び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員

会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期

間
に
つ
き
八
日
の
週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

に
あ
っ
て
は
八
日
以
上
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は

八
日
以
上
の
週
休
日
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必

要
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育

児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
）
に
よ
り
、
四
週
間
ご
と
の

期
間
に
つ
き
八
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
定
年

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く

は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
四

週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
十
五

時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
、
任

命
権
者
が
定
め
る
。

４
・
５

（
略
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
三
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
。

た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に

つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る

も
の
と
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短

時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に

加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い

て
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間

に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時

間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ

い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
一
日

に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤

務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
一

週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四

十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
も
の
と
す
る
。

３

任
命
権
者
は
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別

の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休
日
及

び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員

会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期

間
に
つ
き
八
日
の
週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

に
あ
っ
て
は
八
日
以
上
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
八
日
以

上
の
週
休
日
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
（
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間

勤
務
等
の
内
容
）
に
よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ

き
八
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
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（
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
大
阪
府
条
例

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
の
週
休
日
を
設
け

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員

会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
四
週
間
を
超
え
な

い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で

週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
四

週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日

以
上
の
割
合
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に

従
っ
た
週
休
日
）
を
設
け
る
場
合
に
限
り
、
人
事
委
員

会
と
協
議
し
て
、
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に

つ
い
て
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
・
５

（
略
）

（
年
次
休
暇
）

第
十
三
条

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
一
の
年
に
つ

き
二
十
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し
て
二

十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
日
数
）
の
年
次
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
そ
の
年
の
年
次
休
暇
の
日

数
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

一
―
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付

短
時
間
勤
務
職
員
に
年
次
休
暇
を
与
え
る
場
合
の
単

位
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５
―
７

（
略
）

（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
等
）

第
十
九
条

非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
の
勤

務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
七
条

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を

考
慮
し
て
、
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定

め
る
。

勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て

は
、
八
日
以
上
）
の
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一

週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日
（
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期

間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
当
該

育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
）
を
設

け
る
場
合
に
限
り
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
別
に
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
・
５

（
略
）

（
年
次
休
暇
）

第
十
三
条

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
一
の
年
に
つ

き
二
十
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し
て
二
十
日
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日

数
）
の
年
次
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
職
員
の
そ
の
年
の
年
次
休
暇
の
日
数
は
、

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

一
―
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間

勤
務
職
員
に
年
次
休
暇
を
与
え
る
場
合
の
単
位
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し
て
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５
―
７

（
略
）

（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
等
）

第
十
九
条

非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及

び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
の
勤
務
時
間
、

休
日
、
休
暇
等
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し

て
、
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
。

改
正
後

改
正
前

（
任
命
権
者
の
報
告
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
職
員
（
臨
時
的
に
任

用
さ
れ
た
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
職
員
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

（
任
命
権
者
の
報
告
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
職
員
（
臨
時
的
に
任

用
さ
れ
た
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第

二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
職
員
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。
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（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
大
阪

府
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
）

第
十
七
条

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
六
十
三
年
大
阪
府
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
―
十
一

（
略
）

一
―
十
一

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

二

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

三

（
略
）

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適

用
除
外
）

第
二
十
三
条

第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
七

条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
及
び
任
期
付
短

時
間
勤
務
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

二

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

三

（
略
）

（
再
任
用
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

第
二
十
三
条

第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
七

条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一

項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
、
適
用
し

な
い
。

改
正
後

改
正
前

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に

よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員

二

（
略
）

三

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
に

な
っ
て
い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
（
特
定
地
方

独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
規
程
）
で
定
め
る

職
員
を
除
く
。
）

四

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に

よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
（
地
方
公
務

員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
職
員
を
除
く
。）

二

（
略
）

三

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
条
件

付
採
用
に
な
っ
て
い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則

（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
規

程
）
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

四

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
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（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
大
阪
府
条
例

第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
大
阪
府
条
例
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

大
阪
府
条
例
第
三
号
）
第
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定

に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
、
又

は
同
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員

五

（
略
）

大
阪
府
条
例
第
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
職
員

五

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に

よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員

二

（
略
）

三

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
に

な
っ
て
い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職

員
を
除
く
。）

四

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年

大
阪
府
条
例
第
三
号
）
第
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定

に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
、
又

は
同
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員

五

（
略
）

３

（
略
）

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に

よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
（
地
方
公
務

員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
職
員
を
除
く
。）

二

（
略
）

三

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
条
件

付
採
用
に
な
っ
て
い
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
職
員
を
除
く
。）

四

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年

大
阪
府
条
例
第
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
職
員

五

（
略
）

３

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
及
び
第
三
十
八
条
の
六
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
府
の
職
員
（
条
件
付
採
用
期

間
中
の
職
員
、
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
及
び
非
常

勤
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短

時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。

以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
退
職
管
理
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
、
併
せ
て
職
員
の
退
職
管
理
の
適
正
を

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
及
び
第
三
十
八
条
の
六
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
府
の
職
員
（
条
件
付
採
用
期

間
中
の
職
員
、
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
及
び
非
常

勤
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短

時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。

以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
退
職
管
理
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
、
併
せ
て
職
員
の
退
職
管
理
の
適
正
を
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（
府
吏
員
退
隠
料
等
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

府
吏
員
退
隠
料
等
条
例
（
昭
和
九
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
大
阪
府
警
察
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

大
阪
府
警
察
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
九

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
一
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

号
）
第
二
条
及
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
第
八
条
第
一
項
ニ
規
定
ス

ル
府
立
学
校
（
旧
制
専
門
学
校
ヲ
含
ム
）
ノ
学
長
、

校
長
、
部
局
長
、
教
員
（
講
師
ニ
ア
ツ
テ
ハ
常
時
勤

務
ノ
者
及
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
ノ
四
第
一

項
ニ
規
定
ス
ル
短
時
間
勤
務
ノ
職
ヲ
占
メ
ル
者
ニ

限
リ
次
項
ニ
規
定
ス
ル
講
師
、
助
教
諭
及
養
護
助
教

諭
ヲ
除
ク
）
及
助
手
（
以
下
教
育
職
員
ト
云
フ
）
但

シ
教
育
公
務
員
特
例
法
附
則
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依

リ
恩
給
法
ノ
規
定
ノ
準
用
ヲ
受
ク
ル
者
ヲ
除
ク

四

（
略
）

本
条
例
ニ
於
テ
府
吏
員
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ト
ハ
府
立
高

等
学
校
ノ
常
時
勤
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
講
師

並
ニ
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正

前
ノ
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
ニ
規
定
ス
ル
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
養
護
学
校
ノ
助

教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
常
時
勤
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
ル
講
師
（
以
下
準
教
育
職
員
ト
云
フ
）
ヲ
謂
フ

第
一
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

号
）
第
二
条
及
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
第
八
条
第
一
項
ニ
規
定
ス

ル
府
立
学
校
（
旧
制
専
門
学
校
ヲ
含
ム
）
ノ
学
長
、

校
長
、
部
局
長
、
教
員
（
講
師
ニ
ア
ツ
テ
ハ
常
時
勤

務
ノ
者
及
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
ノ
五
第
一

項
ニ
規
定
ス
ル
短
時
間
勤
務
ノ
職
ヲ
占
メ
ル
者
ニ

限
リ
次
項
ニ
規
定
ス
ル
講
師
、
助
教
諭
及
養
護
助
教

諭
ヲ
除
ク
）
及
助
手
（
以
下
教
育
職
員
ト
云
フ
）
但

シ
教
育
公
務
員
特
例
法
附
則
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依

リ
恩
給
法
ノ
規
定
ノ
準
用
ヲ
受
ク
ル
者
ヲ
除
ク

四

（
略
）

本
条
例
ニ
於
テ
府
吏
員
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ト
ハ
府
立
高

等
学
校
ノ
常
時
勤
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
講
師

並
ニ
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正

前
ノ
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
ニ
規
定
ス
ル
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
養
護
学
校
ノ
助

教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
常
時
勤
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
ル
講
師
（
以
下
準
教
育
職
員
ト
云
フ
）
ヲ
謂
フ

改
正
後

改
正
前

（
休
職
の
事
由
）

第
二
条

職
員
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
（
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
、
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任

期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大

阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
第
二
号
）
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ

を
休
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
職
の
事
由
）

第
二
条

職
員
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
（
非
常
勤
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
、
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任

期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大

阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
第
二
号
）
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ

を
休
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附
則
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
降
任
及
び
降
給
の
手
続
の
特
例
）

３

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
五
号
）
附
則
第
二
十

四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
三
項
中
「
に
伴
う
降
給
」
と
あ
る
の
は
「
に
伴

う
降
給
及
び
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
、

同
条
第
五
項
中
「
に
伴
う
降
給
」
と
あ
る
の
は
「
に
伴
う
降
給
若
し
く
は
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
す
る
。

附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。

（
大
阪
府
警
察
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

大
阪
府
警
察
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年

大
阪
府
条
例
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
・
二

（
略
）

（
降
給
の
事
由
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
は
、
降
格
（
職
員
の
職
務

の
級
を
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更

す
る
こ
と
を
い
う
。）
に
限
る
。

（
降
任
、
免
職
、
休
職
及
び
降
給
の
手
続
）

第
四
条

警
察
本
部
長
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一

号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
降
任
若
し
く
は

免
職
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
同
項
第
一

号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
の
処
分
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
者
そ
の
他
適
当
と

認
め
る
者
の
意
見
を
聴
く
等
、
公
正
を
期
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

（
略
）

３

職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第

四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
（
以
下
「
他
の

職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
降
任
を
除

く
。
）
若
し
く
は
免
職
若
し
く
は
休
職
又
は
降
給
（
他

の
職
へ
の
降
任
等
に
伴
う
降
給
を
除
く
。）
の
処
分
は
、

そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
職
員
に
交
付
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

５

警
察
本
部
長
は
、
職
員
に
対
し
、
他
の
職
へ
の
降
任

等
に
該
当
す
る
降
任
を
す
る
場
合
又
は
他
の
職
へ
の

降
任
等
に
伴
う
降
給
を
す
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
職
員

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

（
降
給
の
事
由
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
は
、
職
員
の
職
務
の
級
を

同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る
処

分
に
限
る
。

（
降
任
、
免
職
、
休
職
及
び
降
給
の
手
続
）

第
四
条

警
察
本
部
長
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一

号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
降
任
若
し
く
は

免
職
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
同
項
第
一

号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
降
給
」
と
い
う
。
）
の
処
分
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
者
そ
の
他
適
当
と
認
め
る

者
の
意
見
を
聴
く
等
、
公
正
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

（
略
）

３

職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
若
し
く
は
免
職
若
し
く

は
休
職
又
は
降
給
の
処
分
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書

面
を
当
該
職
員
に
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
減
給
の
効
果
）

第
三
条

減
給
は
、
一
日
以
上
六
月
以
下
の
期
間
、
当
該

（
減
給
の
効
果
）

第
三
条

減
給
は
、
一
日
以
上
六
月
以
下
の
期
間
、
給
料
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（
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
）

第
二
十
三
条

職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
百
五
十
四
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
勤
務
延
長
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

任
命
権
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
定
年
条
例

勤
務
延
長
期
限
（
同
条
第
一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
職
員
に
つ
い
て
、
旧

定
年
条
例
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合

に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新

定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
に
係
る
旧
定

年
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

２

任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
施
行
日
、
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月
一
日
、
令
和

十
一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か

ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
（
新

定
年
条
例
第
三
条
（
新
定
年
条
例
附
則
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例

定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
第
三

条
に
規
定
す
る
定
年
）
を
超
え
る
職
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
職

減
給
の
懲
戒
処
分
を
受
け
る
日
に
お
け
る
給
料
及
び

こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
合
計
額
（
非
常
勤
職
員

（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
八

条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六

号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を

除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
の
額
（
非
常
勤
職
員
の

報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
報
酬
の
額
を
除
く
。
）
）
の
十
分
の
一
以

下
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
減
ず
る
額
が
現
に
支
給
を
受
け
る
給
料
及
び
こ
れ

に
対
す
る
地
域
手
当
の
合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当

す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
減
ず
る
も
の
と

す
る
。

２

（
略
）

及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
合
計
額
（
非
常
勤
職

員
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第

二
十
八
条
の
五
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
八

条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六

号
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を

除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
の
額
（
非
常
勤
職
員
の

報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
報
酬
の
額
を
除
く
。
）
）
の
十
分
の
一
以

下
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）



1-47 

そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
新
定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
地
方
公
務
員
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日

の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で

あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
）
に
達

し
て
い
る
職
員
（
当
該
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

新
定
年
条
例
第
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
勤
務
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日
以
後
に
お
け

る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末

日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務

を
要
す
る
職
に
係
る
旧
定
年
条
例
定
年
（
旧
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
（
施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
及
び
施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等

に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い

た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
定
年
に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
。
次
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、

当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

施
行
日
前
に
旧
定
年
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者

二

旧
定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し

く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

三

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ

る
も
の

四

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
（
前
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、

旧
地
方
公
務
員
法
再
任
用
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第

二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
又
は

暫
定
再
任
用
（
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
六
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の

２

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定

年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常

時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績

そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
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囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

施
行
日
以
後
に
新
定
年
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者

二

施
行
日
以
後
に
新
定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後

退
職
し
た
者

三

施
行
日
以
後
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
新
地
方
公
務
員
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
も
の

四

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
（
前
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ

る
も
の

五

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
（
前
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、

暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の

３

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
任
期
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
更
新

さ
れ
た
任
期
は
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

任
期
の
末
日
は
、
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る

者
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
者
の
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
以

前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末

日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
新

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
旧
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤

務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と

し
た
場
合
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
定
年
（
施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務

の
職
及
び
施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
に

あ
っ
て
は
、
当
該
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
職
と
同
種
の
職
を

占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
と
き
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
定
年
に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
）

を
い
う
。
）
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間

勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者

の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し

よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
職
を

占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の

職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
を
い
う
。
附
則
第
九
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
達
し
て
い
る
も
の
（
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
従
前
の
勤
務

実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
五
条

暫
定
再
任
用
職
員
（
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
改
正
法

附
則
第
四
条
第
三
項
（
改
正
法
附
則
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
任
期
の
更
新
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
当
該
更
新
直
前
の
任
期
に
お
け
る

勤
務
実
績
が
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評
語
そ
の
他
勤

務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
き
良
好
で
あ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
暫

定
再
任
用
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
及
び
年
齢
）

第
六
条

改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

一

施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職

二

施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職

２

改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
施
行
日

の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る

定
年
に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二

十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
職
及
び
年
齢
）

第
七
条

改
正
法
附
則
第
四
条
又
は
附
則
第
六
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
改
正

法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二

条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

一

施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

二

施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

２

改
正
法
附
則
第
四
条
又
は
附
則
第
六
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
改
正
法
附

則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の

四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ

て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職

で
そ
の
職
務
が
前
項
に
規
定
す
る
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
と
き
に
お
け

る
旧
定
年
条
例
定
年
に
準
じ
た
前
項
に
規
定
す
る
職
に
係
る
年
齢
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
並
び
に
条
例
で
定
め
る
者
及
び
職
員
）

第
八
条

改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当

該
職
が
基
準
日
（
附
則
第
三
条
又
は
附
則
第
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
各
年

の
四
月
一
日
（
施
行
日
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設

置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
が
基
準

日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
を
超
え
る
職
と
す
る
。

一

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
含
む
。
）

二

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職
（
短
時
間
勤
務
の
職
を

含
む
。
）

２

改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の

前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新

定
年
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
者
と
す
る
。



1-50 

３

改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準

日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係

る
新
定
年
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
職
員
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月
一
日
、
令
和
十
一

年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基

準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢

が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
基

準
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
が
新
定
年
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定

年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た

短
時
間
勤
務
の
職
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
新
定
年
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
」
と
い
う
。
）
に
、
基

準
日
の
前
日
ま
で
に
新
定
年
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
（
基
準

日
前
か
ら
新
定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以

後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
定

年
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
に

達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）
を
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新
定
年
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
、

新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け

る
当
該
新
定
年
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年

相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
当
該
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
年
齢
等
）

第
十
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。

２

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
に
つ

い
て
は
、
新
定
年
条
例
附
則
第
九
項
及
び
附
則
第
十
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
給
与

条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
四
項
か
ら
附
則
第
三
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則

第
三
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条

暫
定
再
任
用
職
員
の
う
ち
、
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
暫
定
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
が
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
新
給
与
条
例
第
三
条
第
一

項
の
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、

新
給
与
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と

す
る
。

第
十
三
条

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
第
百
十
号
）
第
十
条
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第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、「
に
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

第
十
四
条

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
新
給
与
条
例
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四

年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
」
と
あ
る
の
は
、「
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
又
は
地
方

公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

第
十
五
条

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
新
給
与

条
例
第
三
条
第
一
項
の
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給

料
月
額
の
う
ち
、
新
給
与
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の

勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

第
十
六
条

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し

て
、
新
給
与
条
例
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四

項
並
び
に
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
十
七
条

新
給
与
条
例
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
三
条
の
三
か
ら
第
十
三
条
の
五
ま
で

及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

第
十
八
条

前
七
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暫
定
再
任
用
職
員
の
給
与
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当

に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
」
と

あ
る
の
は
、「
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条

例
第
八
十
六
号
）
第
四
条
各
項
又
は
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
大
阪
府
職
員
基
本
条
例
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
条
例
中
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。

一

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
阪
府
職
員
基
本
条
例
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二

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

三

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例

四

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例

に
関
す
る
条
例

五

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
六

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す

る
条
例
（
以
下
「
新
技
能
労
務
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）

七

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
阪
府
警
察
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

八

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
阪
府
警
察
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に

関
す
る
条
例

（
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新

期
末
勤
勉
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

新
期
末
勤
勉
手
当
条
例
第
五
条
第
一
項
の
職
員
に
暫
定
再
任
用
職
員
が
含
ま
れ
る
場
合
に

お
け
る
勤
勉
手
当
の
額
の
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
の
算
定
に

係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第

六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
号
に
お
い

て
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
。

（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

施
行
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
技
能
労
務
職

員
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す

る
。

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

施
行
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
」
と
あ
る

の
は
、「
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る

職
員
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

一

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る

職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
第
一
号
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二

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条

例
第
二
条
第
二
項
第
一
号

（
大
阪
府
職
員
基
本
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

暫
定
再
任
用
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
組
織
の
運
営
上
の
必
要
性
を
踏
ま
え
、
厳

格
に
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
府
費
負
担
教
職
員
の
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

府
費
負
担
教
職
員
の
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
阪
府

条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
分
限
条
例
等
の
適
用
除
外
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
分
限
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
一

号
。
以
下
「
分
限
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
三
項

及
び
第
七
項
、
第
十
条
第
六
項
並
び
に
職
員
の
懲
戒
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
二

号
。
以
下
「
懲
戒
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項

の
規
定
は
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
箕
面
市
、
豊
能
町
及

び
能
勢
町
が
設
置
す
る
学
校
の
府
費
負
担
教
職
員
に

は
、
適
用
し
な
い
。

（
分
限
条
例
等
の
適
用
除
外
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
分
限
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
一

号
。
以
下
「
分
限
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
三
項

及
び
第
六
項
、
第
十
条
第
六
項
並
び
に
職
員
の
懲
戒
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
二

号
。
以
下
「
懲
戒
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項

の
規
定
は
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
箕
面
市
、
豊
能
町
及

び
能
勢
町
が
設
置
す
る
学
校
の
府
費
負
担
教
職
員
に

は
、
適
用
し
な
い
。
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大
阪
府
条
例
第

号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）

か
ら
適
用
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２

新
条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
日
以
後
に
同
項
の
事
業
を
開
始
し
た
職
員
そ
の

改
正
後

改
正
前

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

第
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支

給
に
係
る
退
職
が
定
年
に
達
し
た
こ
と
そ
の
他
の
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る

職
員
が
当
該
退
職
後
一
定
の
期
間
求
職
の
申
込
み
を

し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
そ
の
旨

を
申
し
出
た
と
き
は
、
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
と
、
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る

一
定
の
期
間
（
一
年
を
限
度
と
す
る
。
）
に
相
当
す

る
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間
（
当
該
求
職
の
申
込
み

を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
一
定
の
期
間
内
に
求
職

の
申
込
み
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
に
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
求

職
の
申
込
み
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
相
当

す
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間
）
」
と
、
「
当
該
期
間

内
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
合
算
し
た
期
間
内
」
と
、

前
項
中
「
支
給
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い

て
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
期

間
」
と
し
、
当
該
退
職
の
日
後
に
事
業
（
そ
の
実
施

期
間
が
三
十
日
未
満
の
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
た
職
員
そ

の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
職
員
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
知
事
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、

当
該
事
業
の
実
施
期
間
（
当
該
実
施
期
間
の
日
数
が

四
年
か
ら
第
一
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
間
の
日
数
を

除
い
た
日
数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
超
え
る

日
数
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
期

間
に
算
入
し
な
い
。

５
―
17

（
略
）

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

第
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支

給
に
係
る
退
職
が
定
年
に
達
し
た
こ
と
そ
の
他
の
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る

職
員
が
、
当
該
退
職
後
一
定
の
期
間
求
職
の
申
込
み

を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
そ
の

旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
定
め
る

期
間
と
、
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す

る
一
定
の
期
間
（
一
年
を
限
度
と
す
る
。
）
に
相
当

す
る
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間
（
当
該
求
職
の
申
込

み
を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
一
定
の
期
間
内
に
求

職
の
申
込
み
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
期
間
に
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該

求
職
の
申
込
み
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
相

当
す
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間
）
」
と
、
「
当
該
期

間
内
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
合
算
し
た
期
間
内
」
と
、

前
項
中
「
支
給
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い

て
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
期

間
」
と
す
る
。

５
―
17

（
略
）
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他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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大
阪
府
条
例
第

号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
阪
府
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。改

正
後

改
正
前

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
二
条

（
略
）

一
―
三

（
略
）

四

非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
以
外
の
非
常
勤
職
員

イ

（
略
）

そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
六

か
月
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
当
該
子
の
出
生

の
日
か
ら
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内

に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
当
該
期
間
の
末
日
か
ら
六
月
を
経
過
す

る
日
、
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
子
が
二
歳
に
達

す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）

が
満
了
す
る
こ
と
及
び
任
命
権
者
（
特
定
地
方

独
立
行
政
法
人
の
理
事
長
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
同
じ
く
す
る
職
又
は
任
命
権
者
が
定

め
る
職
に
引
き
続
い
て
採
用
さ
れ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員

（
略
）

ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員

そ
の
養
育
す
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
（
以

下
「
一
歳
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
当
該
子
に

つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
第
二
条
の
三
第

二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児

休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子

の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
。
以
下

に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常

勤
職
員
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
し
て
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌

日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児

休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の

末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
任
期
を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該

任
期
の
満
了
後
引
き
続
い
て
任
命
権
者
を
同

じ
く
す
る
職
若
し
く
は
任
命
権
者
が
定
め
る

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
二
条

（
略
）

一
―
三

（
略
）

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外

の
非
常
勤
職
員

イ

（
略
）

そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
六

か
月
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
第
二
条
の
四
に

規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期

（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更

新
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
任
命
権

者
を
同
じ
く
す
る
職
又
は
任
命
権
者
が
定
め

る
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員

（
略
）

ロ

第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
非
常
勤
職
員
（
そ
の
養
育
す
る
子
が
一
歳
に

達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
到
達
日
」
と
い
う
。
）

（
当
該
子
に
つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
す
る

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該

子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を

し
て
い
る
非
常
勤
職
員
に
限
る
。
）
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職
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休

業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期

の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児

休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

よ
う
と
す
る
も
の

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）

第
二
条
の
三

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

一
歳
か
ら
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を

養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事

情
に
該
当
す
る
と
き
は
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
場
合
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特

別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ハ
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
場
合
）

当
該
子
の
一
歳
六
か
月

到
達
日

イ

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日

（
当
該
非
常
勤
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職

員
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
地
方

等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当

該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該
育
児
休
業
の

期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
地
方
等
育
児

休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と

き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日
（
当
該

配
偶
者
が
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に

相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業

を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の

日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休

業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

ハ

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末

日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員

で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い

て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の

満
了
後
に
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
若
し
く

は
任
命
権
者
が
定
め
る
職
に
引
き
続
き
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又

は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
を
育
児
休
業

の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と

す
る
も
の

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）

第
二
条
の
三

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

一
歳
か
ら
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を

養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到

達
日
（
当
該
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
前
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当

該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合

若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す

る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日

が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該
育
児
休
業
の

期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
地
方
等
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、

そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳

到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の

期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常

勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は

当
該
任
期
の
満
了
後
に
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る

職
若
し
く
は
任
命
権
者
が
定
め
る
職
に
引
き
続
き

採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日

の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育

児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

当
該
子
の
一
歳
六
か

月
到
達
日
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ロ

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該

子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
前
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達

日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ

れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合

又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の

一
歳
到
達
日
（
当
該
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場

合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す

る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た

日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て

地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合

ハ

（
略
）

ニ

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該

子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
前
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達

日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ

れ
た
日
）
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な

い
場
合

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
四

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で

定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六
か
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る
ま

で
の
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
場

合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て

こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
次
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当

す
る
と
き
は
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
場
合
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
別
の

事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
場
合
）
と
す
る
。

一

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到

達
日
の
翌
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
こ
の

条
の
規
定
に
該
当
し
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合

に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と

さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間

の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
・
三

（
略
）

四

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子

の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の

条
の
規
定
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が

な
い
場
合

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定

め
る
特
別
の
事
情
）

イ

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該

子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
す
る
育

児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子

の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し

て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者

が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
配
偶
者
が
す
る

地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日

が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
地

方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合

ロ

（
略
）

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
四

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で

定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六
か
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る
ま

で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の

一
歳
六
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳
六
か
月

到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
に
規
定
す
る
場

合
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職

員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任

期
の
満
了
後
に
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
若
し
く

は
任
命
権
者
が
定
め
る
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当

該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の

初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
と
す

る
。

一
・
二

（
略
）

（
既
に
し
た
育
児
休
業
か
ら
除
か
れ
る
最
初
の
育
児
休

業
の
期
間
）

第
二
条
の
五

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
子
の
出
生
の
日
か
ら
起
算

し
て
五
十
七
日
間
と
す
る
。

（
再
度
の
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事

情
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
育
児
休
業
等
計
画
書
を
提
出
し
た
職
員
に
対
す
る
改
正
前
の

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
一

条
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

（
略
）

一
―
四

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当

該
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す

る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
も
の
が
、
当
該
任
期
を
更

新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
引
き
続
い
て
任

命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
若
し
く
は
任
命
権
者
が

定
め
る
職
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
育
児

休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期
の

末
日
の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の

期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る

こ
と
。

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
条
例
で
定
め

る
期
間
）

第
三
条
の
二

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の

条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
子
の
出
生
の
日
か
ら
起
算
し

て
五
十
七
日
間
と
す
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

第
十
一
条

（
略
）

一
―
五

（
略
）

六

育
児
短
時
間
勤
務
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し
た

こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
に

つ
い
て
既
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
終
了
後
、
一

月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児
短
時

間
勤
務
を
し
た
職
員
が
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の

承
認
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤
務
に
よ
り
当
該

子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い
て
育
児
短
時

間
勤
務
計
画
書
に
よ
り
任
命
権
者
に
申
し
出
た
場

合
に
限
る
。
）
。

七

（
略
）

第
三
条

（
略
）

一
―
四

（
略
）

五

育
児
休
業
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に

よ
り
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
既
に
し

た
も
の
を
除
く
。
）
の
終
了
後
、
一
月
以
上
の
期
間

を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児
休
業
を
し
た
職
員

が
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
の
際
育
児
休
業

に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い

て
育
児
休
業
等
計
画
書
に
よ
り
任
命
権
者
（
特
定
地

方
独
立
行
政
法
人
の
理
事
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

に
申
し
出
た
場
合
に
限
る
。
）
。

六
・
七

（
略
）

八

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日

と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
が
、
当

該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
任
期
が
更

新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
任
命
権
者
を

同
じ
く
す
る
職
若
し
く
は
任
命
権
者
が
定
め
る
職

に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
任
期

の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る

日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業

を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

第
十
一
条

（
略
）

一
―
五

（
略
）

六

育
児
短
時
間
勤
務
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し
た

こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
に

つ
い
て
既
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
終
了
後
、
一

月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児
短
時

間
勤
務
を
し
た
職
員
が
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の

承
認
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤
務
に
よ
り
当
該

子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い
て
育
児
休
業

等
計
画
書
に
よ
り
任
命
権
者
に
申
し
出
た
場
合
に

限
る
。
）
。

七

（
略
）
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大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
教
育
行
政
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
阪
府
教
育
行
政
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
納
入
義
務
者
及
び
金
額
）

第
二
条

（
略
）

項

区

分

金

額

一

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
普
通

免
許
状
の
授
与
に
係
る
申
出
を

し
よ
う
と
す
る
者

（
略
）

二

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
免
許
状
の
授
与
に
係
る

申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

（
略
）

三

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
臨
時
免
許
状
の
授
与
に
係
る

申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

（
納
入
義
務
者
及
び
金
額
）

第
二
条

（
略
）

項

区

分

金

額

一

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

普
通
免
許
状
の
授
与
に
係
る
申

出
を
し
よ
う
と
す
る
者

（
略
）

二

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
免
許
状
の
授
与
に
係
る

申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

（
略
）

三

法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
臨
時
免
許
状
の
授
与
に
係
る

申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

七

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
更
新
を
申
請
し
よ
う
と

す
る
者

三
、
三
〇
〇
円

八

法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
延
長
を
申
請
し
よ
う
と

す
る
者

二
、
〇
〇
〇
円

九
・
十

（
略
）

（
略
）

十
一

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公

務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九

十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
更
新
講
習
修
了
確
認
を

申
請
し
よ
う
と
す
る
者

三
、
三
〇
〇
円

十
二

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第

三
号
の
確
認
を
申
請
し
よ
う
と

す
る
者

三
、
三
〇
〇
円

十
三

改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
延
期
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者

二
、
〇
〇
〇
円

十
四

改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者

三
、
三
〇
〇
円


